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総 務 建 設 常 任 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  令和２年１１月１２日（木）午前１０時 ２分 開会 

  平成２８年１１月１５日  午後 ４時１１分 散会   

１．場所 

  ３０１会議室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 野 口  博   副委員長 南 野 直 司   委  員 藤 浦 雅 彦 

  委  員 安 藤  薫   委  員 塚 本  崇   委  員 三 好 義 治 

委  員 松 本 暁 彦 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  市 長 森 山 一 正  副市長 奥 村 良 夫 

市長公室長兼同室次長 大橋徹之   総務部長 山口  猛  

同部理事 辰 巳 裕 志  同部参事兼資産活用課長 池 上  彰 

同部参事兼情報政策課長 槙 納  縁  総務課長 川本勝也  

同課参事 中 尾 昌 志  防災危機管理課長 川 西 浩 司 

財政課長 森 川  護  市民税課長 妹 尾 紀 子 

固定資産税課長 藤 原 英 昭  納税課長 船 寺 順 治 

工事検査室長 江 草 敏 浩 

建設部長 高 尾 和 宏  同部参事兼道路交通課長 永 田  享 

都市計画課長 杉 山  剛  同課参事兼課長代理 玉 城 伸 子 

水みどり課長 宮 城 陽 一  建築課長 寺 田 満 夫 

道路管理課長 井 上 斉 之 

選挙管理委員会・監査委員・公平・固定資産評価審査委員会事務局長 橋 本 英 樹 

消防長 明 原  修  消防本部次長兼消防署長 橋 本 雅 昭 

同部参事兼総務課長 松 田 俊 也  予防課長 納 家 浩 二 

警備課長 木 下 正 雄  同課参事 日 野 啓 二 

警防第１課長 幸 田 英 基  同課参事 大 坪 孝 志 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局長 牛 渡 長 子 同局主幹兼総括主査 香 山 叔 彦 
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１．審査案件 

  認定第１号 令和元年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分 

認定第５号 令和元年度摂津市財産区財産特別会計歳入歳出決算認定の件 
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（午前１０時２分 開会） 

○野口博委員長 ただいまから総務建設

常任委員会を開会いたします。 

 理事者から挨拶を受けます。 

 森山市長。 

○森山市長 おはようございます。 

 先日、本会議が終わったばかりでござい

ますが、本日は引き続いて決算に関わる総

務建設常任委員会をお持ちいただきまし

て、大変ありがとうございます。最初に、

このたび議会の役員改選がございました。

新しくご就任されました正副委員長初め、

各委員には１年間またいろいろとご苦労

をおかけいたしますが、どうぞよろしくお

願いいたします。 

 本日は、令和元年度の決算に関わる当委

員会所管分についてご審査を賜りますが、

何とぞ慎重審査の上、ご認定いただきます

ようよろしくお願い申し上げます。 

 一旦退席します。 

○野口博委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は、南野委員

を指名いたします。 

 審査の順序につきましては、最初に、認

定第１号所管分の審査を行い、次に、認定

第５号の審査を行うことにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○野口博委員長 異議なしと認め、そのよ

うに決定いたします。 

 暫時休憩いたします。 

（午前１０時５分 休憩） 

（午前１０時６分 再開） 

○野口博委員長 再開いたします。 

 認定第１号所管分の審査を行います。 

 補足説明を求めます。 

 山口総務部長。 

○山口総務部長 それでは、認定第１号、

令和元年度摂津市一般会計歳入歳出決算

のうち、防災危機管理課分を除く総務部に

係る部分につきまして、目を追って主なも

のについて補足説明をさせていただきま

す。 

 まず歳入でございますけれども、決算書

２８ページ、款１市税、項１市民税、目１

個人は、前年度に比べ３．５％、１億５，

６３３万６，２０３円の増加となっており

ます。 

 目２法人は、前年度に比べ４．８％、１

億２，５１１万２，６９０円の増加となっ

ております。 

 項２固定資産税、目１固定資産税は、前

年度に比べ０．３％、２，３６９万３，３

４２円の増加となっております。 

 目２国有資産等所在市町村交付金及び

納付金は、前年度に比べ３，２００円の増

加となっております。 

 項３軽自動車税、目１軽自動車税は、前

年度に比べ５．４％、６６５万２，６１５

円の増加となっております。 

 項４市たばこ税、目１市たばこ税は、前

年度に比べ０．４％、２９３万５，９８３

円の増加となっております。 

 項５都市計画税、目１都市計画税は、前

年度に比べ１．２％、１，８７２万８，７

１５円の増加となっております。 

 款２地方譲与税、項１地方揮発油譲与税、

目１地方揮発油譲与税は、前年度に比べマ

イナス１１．１％、４５３万７，０００円

の減少となっております。 

 次に３０ページ、項２自動車重量譲与税、

目１自動車重量譲与税は、前年度に比べ３．

９％、３８８万７，０００円の増加となっ

ております。 

 項３森林環境譲与税、目１森林環境譲与

税は、森林の整備等を目的として創設され
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た森林環境税が配分されるもので、前年度

に比べ皆増となっており３２０万８，００

０円の増加となっております。 

 項４地方道路譲与税、目１地方道路譲与

税は、旧法により課税された滞納分が収納

され、決算額１４円が譲与されることとな

ったものでございます。 

 款３利子割交付金、項１利子割交付金、

目１利子割交付金は、前年度に比べマイナ

ス３８．７％、１，０４１万５，０００円

の減少となっております。 

 款４配当割交付金、項１配当割交付金、

目１配当割交付金は、前年度に比べ１８． 

７％、１，２０１万７，０００円の増加と

なっております。 

 款５株式等譲渡所得割交付金、項１株式

等譲渡所得割交付金、目１株式等譲渡所得

割交付金は、前年度に比べマイナス１９．

６％、１，０６９万円の減少となっており

ます。 

 款６地方消費税交付金、項１地方消費税

交付金、目１地方消費税交付金は、前年度

に比べマイナス４．６％、７，６５４万３，

０００円の減少となっております。 

 款７ゴルフ場利用税交付金、項１ゴルフ

場利用税交付金、目１ゴルフ場利用税交付

金は、前年度に比べ７．４％、１３万２，

６８９円の増加となっております。 

 款８自動車取得税交付金、項１自動車取

得税交付金、目１自動車取得税交付金は、

前年度に比べマイナス４６．５％、３，５

４７万７，８１６円の減少となっておりま

す。 

 款９環境性能割交付金、項１環境性能割

交付金、目１環境性能割交付金は、税制改

正により自動車取得税が廃止され、新たに

導入された環境性能割が配分されるもの

で、前年度比皆増１，２７２万６，０００

円の増加となっております。 

 次に、３２ページ、款１０地方特例交付

金、項１地方特例交付金、目１地方特例交

付金は、前年度に比べ２２．４％、１，８

７５万９，０００円の増加となっておりま

す。 

 項２子ども・子育て支援臨時交付金、目

１子ども・子育て支援臨時交付金は、幼児

教育の無償化の実施に当たって必要とす

る経費が国から交付されるもので、前年度

比皆増でございまして、１億３，０８８万

３，７５０円の増加となっております。 

 款１１地方交付税、項１地方交付税、目

１地方交付税は、前年度に比べ４１．４％、

１億２，８５６万５，０００円の増加とな

っております。これは普通交付税が前年度

に比べ１億６，２９２万５，０００円の増

加、特別交付税が前年度に比べ３，４３６

万円の減少となったことによるものでご

ざいます。 

 款１２交通安全対策特別交付金、項１交

通安全対策特別交付金、目１交通安全対策

特別交付金は、前年度に比べマイナス３．

１％、４０万４，０００円の減少となって

おります。 

 款１４使用料及び手数料、項１使用料、

目１総務使用料は、庁舎施設等使用料でご

ざいます。 

 ３６ページ、目５土木使用料は、市営住

宅使用料及び市営住宅用地使用料でござ

います。 

 項２手数料、目１総務手数料は、税務諸

証明手数料及び税務督促手数料でござい

ます。 

 ３８ページ、目４土木手数料は、公共用

地境界明示手数料及び自動車保管場所使

用承諾証明手数料でございます。 

 ４０ページ、款１５国庫支出金、項２国
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庫補助金、目１総務費国庫補助金は、番号

制度システム整備費補助金でございます。 

 ４４ページ、目５土木費国庫補助金は、

一津屋第２団地外壁等改修工事に係る社

会資本整備総合交付金でございます。 

 ４６ページ、項３委託金、目１総務費委

託金は、基幹統計調査委託金及び統計調査

員確保対策事業委託金でございます。 

 ４８ページ、款１６府支出金、項２府補

助金、目１総務費府補助金は、大阪府市町

村振興補助金でございます。 

 ５２ページ、項３委託金、目１総務費委

託金は、府税徴収事務委託金でございます。 

 ５４ページ、款１７財産収入、項１財産

運用収入、目１財産貸付収入は、土地貸付

収入でございます。 

 目２利子及び配当金は、各種基金利子収

入でございます。 

 項２財産売払収入、目１不動産売払収入

は、千里丘３丁目などの市有地売却収入で

ございます。 

 目２物品売払収入は、公用車売払収入で

ございます。 

 款１８寄附金、項１寄附金、目１寄附金

は、一般寄附金でございます。 

 ５６ページ、款１９繰入金、項１特別会

計繰入金、目１財産区財産特別会計繰入金

は、土地貸付収入の一部を一般会計に繰り

入れたものでございます。 

 款２０諸収入、項１延滞金、加算金及び

過料、目１延滞金は、市税延滞金でござい

ます。 

 項４雑入、目２雑入のうち、主なものは

市町村振興協会交付金や水道事業会計か

らの収入などでございます。 

 次に６６ページ、款２１市債、項１市債、

目１総務債は、庁舎西別館解体等事業債、

システム新規構築事業債、青少年運動広場

改修事業債及び旧味舌小学校跡地体育館

建設事業債でございます。 

 目２民生債は、民間保育所施設整備補助

事業債ございます。 

 目３衛生債は、葬儀会館空調設備等更新

事業債でございます。 

 目４土木債は、橋梁長寿命化修繕事業債、

阪急連続立体交差事業債及び一津屋第２

団地外壁等改修事業債でございます。 

 目５消防債は、千里丘出張所耐震改修事

業債、目６減収補てん債は、これは借換債

でございます。 

 目８災害復旧事業債は、大阪湾広域廃棄

物埋立処分場及び市立第６集会所に係る

災害復旧事業債でございます。 

 目９教育債は、小・中学校空調設備整備

事業債及び小・中学校トイレ改修事業債で

ございます。 

 款２２繰越金、項１繰越金、目１繰越金

は、４億５，１３８万１，３６６円で、そ

の内訳は繰越事業充当財源が４，６１９万

８，０００円、平成３０年度決算剰余金が

４億５１８万３，３６６円となっておりま

す。 

 次に、歳出についてでございます。 

 ７４ページからの款２総務費、項１総務

管理費、目１一般管理費の主なものといた

しまして、７６ページ、節７賃金は、総務

課の一般職、非常勤職員賃金でございます。 

 節１１需用費は、庁内印刷に係る消耗品

費でございます。 

 次に７８ページ、節１３委託料は、法規

事務に係る市例規集委託料などでござい

ます。 

 節１４使用料及び賃借料につきまして

も法規事務に係るデータアクセス料など

でございます。 

 ８０ページ、節２８繰出金は、水道事業
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会計及び下水道事業会計への繰出金でご

ざいます。 

 目２文書広報費は、郵送事務に係る通信

運搬費などでございます。 

 ８４ページ、目４財産管理費は、ＥＳＣ

Ｏサービス料などでございます。 

 ８８ページ、目９電子計算費は、基幹系

システムの構築委託料などでございます。 

 ９６ページ、目１７諸費は、地区集会所

に係る補修費補助金でございます。 

 目１８財政調整基金費、目１９公共施設

整備基金費、目２０減債基金費及び目２１

土地開発基金費の各基金費は、剰余金、利

子等をそれぞれの基金に積み立てたもの

でございます。 

 項２徴税費、目１税務総務費及び１００

ページの目２賦課徴収費は、税務事務に係

る経費でございます。 

 １０８ページ、項５統計調査費、目１統

計調査総務費及び１１０ページの目２基

幹統計調査費は、統計調査事務に係る経費

でございます。 

 次に１６８ページ、款７土木費、項４都

市計画費、目１都市計画総務費は、市有建

築物の設計監理業務に係る一般職、非常勤

職員賃金などでございます。 

 次に１７４ページ、項５住宅費、目１住

宅管理費は、市営住宅管理に係る経費でご

ざいます。 

 次に、２１６ページでございます。款１

０公債費、項１公債費、目１元金は、地方

債の元金償還金で、前年度に比べマイナス

１８．４％、４億４，６０２万７，４１８

円の減額となっております。 

 目２利子は、地方債の利子償還金で、前

年度に比べマイナス２０．０％、３，１３

３万２，９５２円の減額となっております。 

 款１１予備費、項１予備費、目１予備費

は、１，９０９万６，６５０円で、正雀市

民ルーム及び市民ルームフォルテの貸室

休止に伴う利用料等負担金に１１万１，２

６０円、温水プール及び味生体育館の利用

休止に伴う受講料等負担金に３７４万５，

８９８円、災害被災者に対する見舞金に６

０万円、民間保育所等に対する新型コロナ

ウイルス感染症拡大防止のための補助金

に８５７万７，０００円、公立保育所にお

ける新型コロナウイルス感染症拡大防止

のための備品購入費に１２０万４，２８０

円、道路管理瑕疵による損害賠償金に２０

万７，０６３円、消防団の退職者増加によ

る退職報償金に３９２万１，０４４円、学

童保育室における新型コロナウイルス感

染症拡大防止のための備品購入費に７３

万１０５円をそれぞれ充当いたしており

ます。 

 以上、防災危機管理課分を除く総務部の

所管いたします決算内容の補足説明とさ

せていただきます。よろしくお願いいたし

ます。 

○野口博委員長 続きまして、辰巳理事。 

○辰巳総務部理事 それでは、続きまして、

総務部のうち、防災危機管理課に係る部分

につきまして、その主なものを補足説明さ

せていただきます。 

 まず歳入についてでございますが、５２

ページ、款１６府支出金、項２府補助金、

目７消防費府補助金の節４大阪府地域福

祉推進モデル事業費補助金は、地域版防災

マップ作成に係る補助金でございます。 

 ５６ページ、款２０諸収入、項３貸付金

元利収入、目３家屋被害復旧資金貸付金元

金収入は、平成１１年６月２９日の大雨と

兵庫県南部地震に伴う家屋被害復旧資金

貸付に係る償還金でございます。 

 続いて、６０ページ、款２０諸収入、項



- 7 - 

 

４雑入、目２雑入にあります南摂津防犯ス

テーション管理業務費用負担金は、南摂津

防犯ステーションの一部を使用しており

ます摂津防犯協会、摂津職域防犯協会に使

用面積に応じて管理費用を負担していた

だくものでございます。 

 続きまして、歳出についてでございます

が、８８ページ、款２総務費、項１総務管

理費、目１０防犯対策費は、防犯灯及び防

犯カメラの整備等防犯対策に係る経費な

どでございます。 

 １８２ページ、款８消防費、項１消防費、

目４災害対策費は、地域防災計画の改訂、

自主防災組織への支援、防災資機材及び備

蓄用品の整備等防災対策に係る経費など

でございます。 

 以上、防災危機管理課の所管いたします

決算内容の補足説明とさせていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

○野口博委員長 続きまして、高尾建設部

長。 

○高尾建設部長 それでは、建設部に係り

ます部分につきまして、目を追って主なも

のについて補足説明をさせていただきま

す。 

 まず歳入でございます。決算書の３４ペ

ージをご覧ください。 

 款１４使用料及び手数料、項１使用料、

目４農林水産業使用料は、法定外水路の占

用料でございます。 

 次に、３６ページ、目５土木使用料のう

ち、道路占用料、公園占用料、駐車場用地

使用料でございます。 

 項２手数料、目１総務手数料のうち、下

から二つ目、道路管理課所管の諸証明手数

料でございます。 

 次に３８ページ、目３農林水産業手数料

は、水路敷地境界明示手数料及び同謄本交

付手数料でございます。 

 目４土木手数料のうち、道路敷地境界等

明示手数料を初め、開発許可等手数料など

でございます。 

 次に４２ページ、款１５国庫支出金、項

２国庫補助金、目５土木費国庫補助金は、

都市再生地籍調査委託補助金及び、４４ペ

ージに続きまして、老朽化対策耐震改修補

助金などの社会資本整備総合交付金でご

ざいます。 

 次に５０ページ、款１６府支出金、項２

府補助金、目６土木費府補助金は、耐震改

修補助金を初め、５２ページに続きまして、

都市再生地籍調査委託補助金や、権限移譲

交付金などでございます。 

 項３委託金、目２土木費委託金は、河川

環境整備工事委託金などでございます。 

 次に、５４ページ、款１７財産収入、項

１財産運用収入、目１財産貸付収入のうち、

上から二つ目、道路交通課所管の土地貸付

収入でございます。 

 次に５６ページ、款１９繰入金、項２基

金繰入金、目５緑化基金繰入金は、緑化推

進事業への緑化基金繰入金でございます。 

 次に６２ページ、款２０諸収入、項４雑

入、目２雑入のうち、下から一つ目、大阪

中央環状モノレール建設促進会議清算金

を初め、６４ページに続きまして、建築確

認申請者負担金、自転車自動車駐車場指定

管理者納付金などでございます。 

 歳入は以上でございます。 

 続きまして歳出でございますが、１５４

ページをご覧ください。 

 款５農林水産業費、項１農業費、目４農

業水路費は、ポンプ場管理業務委託料を初

め、神安土地改良区負担金などでございま

す。 

 次に１６０ページ、款７土木費、項１土
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木管理費、目１土木総務費は、土木維持作

業業務委託料などでございます。 

 目２交通対策費は、１６２ページに続き

まして、指定管理者への駐車場管理委託料

や公共施設巡回バス運行管理業務委託料

などでございます。 

 次に、項２道路橋りょう費、目１道路橋

りょう総務費は、千里丘駅前広場やモノレ

ール駅前広場の管理委託料などでござい

ます。 

 目２道路維持費は、１６４ページに続き

まして、修繕料、道路維持工事などでござ

います。 

 目３交通安全対策費は、交通安全対策工

事を初め、千里丘三島線東側道路改良事業

に係る移転補償費などでございます。 

 次に、項３水路費、目１排水路費は、１

６６ページに続きまして、ポンプ場施設等

維持管理業務委託料を初め、番田水門内水

対策負担金などでございます。 

 次に、項４都市計画費、目１都市計画総

務費は、１６８ページに続きまして、節１

３委託料の地形図修正図化委託料や節１

９負担金、補助及び交付金の耐震改修補助

金などでございます。 

 次に１７０ページ、目２街路事業費のう

ち、都市計画課所管の都市景観事業に係る

報償金、印刷製本費でございます。 

 それ以外は駅前等再開発特別委員会で

ご審査いただくものでございます。 

 目３緑化推進費は、１７２ページに続き

まして、摂津市緑化推進連絡会補助金など

でございます。 

 目４公園管理費は、修繕料や公園管理委

託料などでございます。 

 次に１８２ページ、款８消防費、項１消

防費、項３水防費は、淀川右岸水防事務組

合負担金などでございます。 

 次に、目４災害対策費は、１８４ページ

に続きまして、節１９負担金、補助及び交

付金の被災住宅修繕支援金などでござい

ます。 

 以上、建設部の所管いたします決算内容

の補足説明とさせていただきます。 

○野口博委員長 続きまして、明原消防長。 

○明原消防長 認定第１号、令和元年度摂

津市一般会計歳入歳出決算のうち、消防本

部所管事項につきまして、目を追って主な

ものについて補足説明をさせていただき

ます。 

 まず歳入でございますが、決算書３８ペ

ージ、款１４使用料及び手数料、項２手数

料、目５消防手数料は、危険物設置許可等

及び検査手数料、並びに保安三法設置許可

等及び検査手数料などでございます。 

 ５２ページ、款１６府支出金、項２府補

助金、目７消防費府補助金は、大阪航空消

防運営費補助金及び権限移譲交付金など

でございます。 

 ６４ページ、款２０諸収入、項４雑入、

目２雑入は、消防団員退職報償費、近畿道

救急業務実施市町村交付金などでござい

ます。 

 次に、歳出でございますが、決算書１７

６ページ、款８消防費、項１消防費、目１

常備消防費は、消防、救急、救助等、常備

消防の活動に係る経費でございます。 

 主なものでは、需用費は消防車両、消防

庁舎の修繕、施設の維持管理経費等でござ

います。 

 役務費は通信運搬費、車両の保険料など

の経費でございます。 

 １７８ページ、委託料は消防庁舎設備に

係る保守管理及び清掃委託のほか、千里丘

出張所耐震改修工事実施設計及び工事監

理委託、職員特別健康診断、指令システム
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における車両出動計画変更委託料に係る

経費でございます。工事請負費は、千里丘

出張所耐震改修工事に係る経費でござい

ます。 

 備品購入費は、庁用器具費のほか、自主

防災組織用軽可搬消防ポンプ、デジタル携

帯型無線機及び半自動体外式除細動器等

の購入に係る機械器具費及び消防器具費

でございます。 

 負担金、補助及び交付金は、１８０ペー

ジ、大阪航空消防運営費負担金のほか、指

令センター共同運用等に係る負担金など

でございます。 

 目２非常備消防費は、消防団の運営及び

活動に係る経費でございます。 

 主なものでは、報酬は３５６名の消防団

員の年間報酬、報償費は２２名の消防団員

の退職報償金、旅費は消防団員に支給する

火災及び警戒等の出動に係る費用弁償で

ございます。 

 需用費は、消防団活動に係る装備品、被

服のほか、消防団車両の維持補修等の経費

でございます。 

 委託料は、第三分団屯所の解体工事実施

設計及び第二分団屯所用地の測量業務委

託に係る経費でございます。 

 １８２ページ、負担金、補助及び交付金

は、消防団員等公務災害補償等共済基金負

担金等でございます。 

 以上、消防本部の所管いたします決算内

容の補足説明とさせていただきます。 

○野口博委員長 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 塚本委員。 

○塚本崇委員 それでは、質問をさせてい

ただきます。 

 所轄外等のことがございましたらご指

摘をお願いいたします。 

 まず一つ目、決算書４０ページ、総務費

国庫補助金のうち、番号制度システム整備

費補助金２３９万１，０００円の目的と使

途についてご説明をお願いいたします。 

 続きまして、決算書４２ページ、土木費

国庫補助金のうち、都市再生地籍調査委託

補助金についてお尋ねいたします。その内

容について、及びその委託先、契約内容に

ついてお聞かせください。 

 続きまして、決算書４８ページ、総務費

府補助金のうち、大阪府市町村振興補助金

の用途についてご説明をお願い申し上げ

ます。 

 先ほど総務部長からもご説明がござい

ましたが、決算書５４ページ、財産売払収

入のうち、不動産売払収入と物品売払収入

について、その算定基準と価値のつけ方に

ついてご説明をお願い申し上げます。 

 続きまして、決算概要に移ります。 

 決算概要４６ページ、ＦＭ推進事業の現

状についてご説明をお願いいたします。 

 続きまして、決算概要４６ページ、市立

集会所管理事業のうち、修繕料の概要につ

いてお聞かせください。 

 続きまして、決算概要の５０ページ、シ

ステム構築委託料で約１億９，６００万円、

こちら新規システム構築のように見えま

すけれども、概算でおおよそ２００人月相

当の金額ではないかなと。かなり大がかり

のプロジェクトのように思います。また、

住民情報システム保守委託料で約８，４０

０万円、こちら１００人月相当ということ

で、こちらも相当の規模の保守と思われま

すので、その概要と算定基準について、ま

ずはお聞かせください。 

 続きまして、決算概要５８ページ、地区

集会所助成事業について、現状の申請件数

についてお聞かせください。 
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 次、決算概要１１０ページ、土木総務費

の人件費事業についてお聞きします。時間

外勤務手当が予算額と決算額で一致して

おるわけなんですが、同じような項目が例

えば教育総務費の一部、建設部の一部にお

いて見られます。この件について、まずは

ご説明をお願いいたします。 

 続きまして、同じく１１０ページ、正雀

駅南自動車駐車場管理事業の概要につい

てお聞かせください。 

 土地借上料となっていますが、まずどこ

からの借り上げかということについてお

聞かせください。 

 続きまして、決算概要１１２ページ、千

里丘駅前広場管理事業において、備考に日

常清掃や剪定とありますが、その管理はど

のようにされているのか、お聞かせくださ

い。 

 続きまして、決算概要１１９ページ、特

定空家対策事務事業の現状についてお聞

かせください。 

 続きまして、同じく１１９ページ、建築

設計監督事業、こちらの概要についてお聞

かせください。 

 続きまして、決算概要の１２０ページ、

緑化推進事業の記念樹について、どのよう

な場所にどのような種類の木をどの程度

植樹されたのか、お聞かせください。 

 続きまして、決算概要の１２２ページ、

公園維持管理事業のうち、防犯カメラにつ

いてお尋ねします。現在公園内に設置され

ている防犯カメラの台数についてお教え

ください。 

 また、今後の見通しについてお聞かせく

ださい。 

 続きまして、同じく１２２ページ、公園

遊具補修事業について、遊具の点検、どの

ようにされているのか、お聞かせください。 

 続きまして、決算概要１２６ページ、消

防水利事業について、消火栓等整備負担金

にどのような整備をされているのか、お聞

かせください。 

 同じく１２６ページ、消防本部車両・資

機材整備事業につき、はしご付き消防ポン

プ自動車保守点検委託料について、どのよ

うな点検がなされているのか、お教えてく

ださい。 

 続きまして、決算概要の１３０ページ、 

情報収集伝達体制整備事業についてお尋

ねします。防災情報充実強化事業について、

その内容をお教えください。 

 最後になりますが、決算概要の５２ペー

ジに戻らせていただきます。 

 まずは、防犯対策費について、ＬＥＤ防

犯灯と防犯カメラの設置台数と委託の契

約形態をお教えください。 

 １回目の質問は以上になります。よろし

くお願い申し上げます。 

○野口博委員長 槙納参事。 

○槙納総務部参事 そうしましたら、質問

番号１番、番号制度システム整備費補助金

につきまして、ご説明をさせていただきま

す。 

 番号制度システムは、社会保障・税番号

制度におきまして、国や他の自治体と情報

連携を行うためのインフラでございます。

中間サーバー・プラットフォームというも

のを東西２か所に設置いたしまして、情報

の照会、提供ができるシステムを構築され

ているものです。この構築にかかります費

用といたしまして、この補助金が交付され

る内容となっております。 

○野口博委員長 井上課長。 

○井上道路管理課長 それでは、２番目の

ご質問の都市再生地籍調査の内容、それと

令和元年度の実施状況についての内容に
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ついてお答えいたします。 

 地籍調査事業の内容でございますが、地

籍調査は国土調査法に基づき各自治体が

行っております。本市は、官民の境界の調

査を先行して実施する官民先行型地籍調

査を実施しています。これは道路などの官

有地と民有地との境界を調査、測量いたし

まして、地権者との立会いで境界を確定し、

地図作成を行うものですが、これにより道

路などの公共用地との境界が明確になり、

土地取引や開発などの土地利用に活用で

きるだけでなく、確定した境界点は世界測

地系という座標で管理されるため、万が一

大規模な災害が生じた場合にも早期に道

路や水路などの官有地と民有地との境界

の復元が可能となり、災害復旧にも活用が

期待されるものでございます。 

 なお、令和元年度におきましては、地籍

調査の業務委託を入札により業者発注を

しております。場所につきましては、正雀

本町２丁目の一部、約０．０４平方キロメ

ートルを実施しております。その委託金額

は、２９７万円でございます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 森川課長。 

○森川財政課長 決算書４８ページ、大阪

府市町村振興補助金につきまして、その用

途についてお答えさせていただきます。 

 大阪府市町村振興補助金につきまして

は、市町村の自律化に向けた体制整備や行

財政基盤の強化への取り組みを支援する

ため、大阪府より補助金が交付されるもの

であります。 

 令和元年度につきましては、大阪府から

の配分としまして、１，７９０万円の補助

を受けておりますが、この補助につきまし

ては、図書館運営事業に充当し、活用をし

ております。 

○野口博委員長 池上参事。 

○池上総務部参事 それでは、資産活用課

に係ります質問にお答えさせていただき

ます。 

 まず、不動産、物品の売払いの算定基準、

価値のつけ方でございますけれども、不動

産では、不動産鑑定による評価額を基本に

しております。それと物品に関しましては、

世間一般の売払いの品物の価値等、また使

用年数とかそういったものも含めて評価

して価格を設定しておるところでござい

ます。 

 続きまして、ＦＭ推進の現状でございま

すが、ＦＭにつきましては、平成２８年度

に摂津市公共施設等総合管理計画を策定

しまして、公共施設の維持管理、運営等々

について取り組みを始めているところで

ございます。このＦＭといいますのは、フ

ァシリティマネジメントの略でございま

して、企業、団体、また市が保有する施設

や資産等々につきまして、経営的視点から

総合的、統括的に企画、管理、活用する活

動というふうに捉えられておりまして、

我々も先ほど言いましたように公共施設

等総合管理計画を定めまして、公共施設の

管理運営、また活用に取り組んでおるとこ

ろでございます。 

 それと、集会所の修繕料につきましてで

すけれども、決算額では、１，８３０万１，

０９８円となっておりますけれども、その

うちの１，０６３万２，０００円は前年度

からの繰り越しで、一津屋にあります第６

集会所という古い、市の文化財にも指定さ

れている集会所なんですけれども、そちら

の修繕に要したものでありまして、残りの

執行につきましては、各集会所の床の張り

替えですとか、照明器具のＬＥＤ化であり

ましたり、雨戸の修繕等々に執行しておる
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ものでございます。 

 続きまして、地区集会所補助助成の申請

件数でございますけれども、昨年度につき

ましては１件だけでございます。 

○野口博委員長 槙納参事。 

○槙納総務部参事 そうしましたら、質問

番号７番、システム構築委託料、及び住民

情報システム保守委託料の内容について、

ご説明をさせていただきます。 

 システム構築委託料につきましては、シ

ステムの新規構築、再構築及び機器更新等

に関連した業務委託の経費を執行してお

ります。令和元年度におきましては、基幹

系住民情報システムの機器更新とクラウ

ド化、基幹連携システムのクラウド環境で

の再構築、住基ネットの更改及びバックア

ップデータの遠隔地保管の週次から日次

への変更などの業務についてシステム構

築委託料から執行いたしました。 

 また住民情報システム保守委託料につ

きましては、住基・税、国保等の住民情報

システム、基幹連携システム、（介護保険・

医療費助成・障害福祉）等の基幹系業務シ

ステムに係る保守委託料が主な支出とな

っております。 

 お問いの算定基準につきましては、他者

から参考見積もりを徴取することで費用

等の比較検討を行い、例えば基幹系システ

ムの更新に当たりましては、本市独自のカ

スタマイズが相当あることから他のシス

テムへの変更などは難しく同様の対応に

は高額な費用もかかるものとなっており

ます。そのため、今回におきましては、パ

ッケージシステム自体は継続使用し、パソ

コンやプリンター、ネットワーク等の機器

等を更新し、サーバーはクラウド化への移

行を行ったものでございます。 

○野口博委員長 池上参事。 

○池上総務部参事 地区集会所の申請件

数でございますけれども、昨年度につきま

しては、１件のみの申請でございました。 

○野口博委員長 玉城参事。 

○玉城都市計画課参事 それでは、９番目

のご質問にお答えいたします。 

 土木総務費の時間外勤務手当につきま

して、それぞれのところにあることのご質

問ですけれども、こちらにつきましては、

土木総務費は、道路管理課、道路交通課に

係る事務事業につきまして、必要な時間外

勤務手当、そのほかにも排水路費ですとか、

都市計画総務費といったそれぞれの業務

ごとに必要な時間というものを要求し、執

行しておるものでございます。この費用に

つきましては、人事課の管轄となっており

ます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 永田参事。 

○永田建設部参事 それでは、正雀駅南自

動車駐車場管理事業の土地借上料につい

て、ご説明させていただきます。 

 正雀駅南自動車駐車場につきましては、

大阪府の土地に行政財産使用許可を受け

まして、自動車駐車場として使用させてい

ただいている分でございます。 

 借上料の算定につきましては、大阪府の

公有財産規則で算定し、定められた金額と

なっておりまして、決算書に載っている１

８６万８，５００円の金額となっているも

のでございます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 井上課長。 

○井上道路管理課長 続きまして、ＪＲ千

里丘駅東口の日常の管理についてお答え

いたします。 

 ＪＲ千里丘駅東口の駅前広場は、本市の

玄関口でもあり、多くの市民が利用される
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ことから本市といたしましても、常に良好

な環境を維持する必要があると認識して

おります。そのため、業務委託によりまし

て、ほかの道路よりも管理の頻度、水準を

高めまして、駅前広場の管理を行っており

ます。その内容といたしましては、毎日の

日常清掃で１階歩道路面などの掃き掃除、

排水施設や手すり、案内板などの清掃、植

木への散水等を行っております。また、定

期作業として歩道路面の洗浄、２階雨水排

水施設や立体横断施設、照明器具等の清掃

や植木の剪定など、作業の内容に応じて年

１回から３回実施しております。このほか

にエスカレーターの保守点検を毎月実施、

またエレベーターの設備点検を年４回実

施しており、市民の皆様が快適かつ安全・

安心に利用していただけるよう駅前広場

の管理に努めているところでございます。 

○野口博委員長 寺田課長。 

○寺田建築課長 それでは、建築課に関わ

ります１２番目の特定空き家対策に関わ

ります現状ということで、お答えいたしま

す。 

 本市では、市の空き家対策の基本方針等

を示した摂津市空家等対策計画を平成３

１年３月に策定したところでございます。

この計画に基づきまして令和元年度から

所有者による空き家の適正管理を前提と

いたしまして、危険な空き家等に対し、空

家対策特別措置法を使った措置を講じる

取り組みを進めております。この計画に示

しました特定空き家候補１０件でござい

ますが、令和元年５月から同法第１２条に

基づく助言文書を所有者に宛てて送付を

いたし、反応が見られない所有者に対しま

しては、再度９月に２件でございますが、

同じ文書を送付いたしたところでござい

ます。それでもなお、反応が見られない所

有者に対しまして、１１月に職員で構成す

る実地調査を実施し、空き家等対策庁内調

整会議を経まして、令和２年２月に特定空

き家１件を認定、所有者に通知したところ

でございます。あわせて同法第１４条１項

に基づく指導文書を送付し、改善を促した

ところ、ようやく所有者から連絡があり、

現在所有者と改善に向けた対話を継続中

でございます。なお、それ以外にも空き家

等の対策につきましては、所有者の適正管

理を周知、啓発するという取り組みも併せ

て実施をさせていただいておりまして、令

和２年４月には不動産関係の２団体と連

携協定ということの取り組みもさせてい

ただいて、空き家の所有者が気軽にご相談

いただけるような取組も進めさせていた

だいているところでございます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 池上参事。 

○池上総務部参事 それでは、建築設計監

督事業の概要ということでございますけ

れども、これにつきましては市有建築物の

設計及び工事に関する管理監督を中心と

した事業でございます。また、市有建築物

の営繕に関する相談とかそういったもの

を含めて実施する事業でございます。 

○野口博委員長 宮城課長。 

○宮城水みどり課長 それでは、塚本委員

の１４番目の質問にお答えいたします。 

 誕生記念樹の場所、樹種、本数について

ということのご質問でありましたが、誕生

記念樹は、摂津市内で生まれた新生児の誕

生を祝うイベントとして誕生記念植樹祭

を４月と１０月の年２回開催しており、そ

の際に記念樹を参加者と一緒に植樹して

おります。誕生記念植樹祭は、摂津市独自

のイベントであり、昭和６０年４月に初開

催いたし、令和元年１０月までに計７０回
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開催しております。植樹場所は都市公園や

河川緑地などで主に敷地の外緑部に植樹

しております。樹種につきましては、当初

はクスノキでありましたが、平成２３年度

よりサクラを植樹しております。植樹の本

数は、クスノキが４２本、サクラが１８本

の計６０本になっております。 

 続きまして、１５番目、防犯カメラにつ

いて、お答えいたします。 

 令和元年度につきまして、防犯カメラは

庄屋公園に設置するものであり、公園近隣

の自治会からの要望が以前よりあり、日頃

より庄屋公園の清掃や緑化活動にご尽力

をいただいておりました庄屋公園を守る

会からも強いご要望がございました。市域

全体の防犯上の観点から市として設置す

ることとなり、４台の防犯カメラを設置し

ております。 

 契約の形態につきましては、街頭の防犯

カメラを所管する自治振興課が令和元年

度に防犯カメラの更新時期を迎え、設置費

及び維持管理費を含めた金額でのリース

契約を行っていることから同様のリース

契約で締結しております。また、庄屋公園

とは別で、平成２８年３月に明和池公園が

開設した折に、防犯カメラが５台設置され

ております。これにつきましても、同様の

リース契約で契約を行っております。 

 続きまして、今後の見通しでございます

が、公園管理者は施設を維持管理すること

が主たる業務であることから防犯上の観

点から必要とされる防犯カメラは自治振

興課が所管することとなり、令和２年度よ

り庄屋公園の４台の所管を移しておりま

す。なお、令和２年度の機構改革により防

災危機管理課が自治振興課から防犯カメ

ラに関する業務を引き継いでおります。 

 また、明和池公園の５台につきましても、

引き続き防災危機管理課で所管いただけ

るよう協議をしている最中でございます。

今後、市域全体の防犯上の観点から市とし

て公園に設置していく方針になった際に

は、公園管理の所管課も連携し協力してま

いりたいと考えております。 

 続きまして、１６番目の公園の遊具の点

検方法についてお答えいたします。 

 本市で管理しております公園遊具の点

検方法につきましては、令和元年度の時点

におきまして、公園やちびっこ広場などに

設置されている遊具、健康遊具６３５基を

国土交通省の都市公園における遊具の安

全確保に関する指針、これに基づき、子ど

もたちが安全に利用できるかどうかを

様々な角度から遊具の専門家とともに、年

に一回の総点検を実施しております。判定

基準といたしましては、安全であるＡ判定、

それから利用停止のＤ判定までの４段階

で分けております。また、日常の公園パト

ロールをシルバー人材センターに依頼し

ており、その業務内においても遊具の点検

を行っております。これらの点検結果から、

至急対応が必要な遊具につきましては、速

やかに利用を停止し、修繕をいたしており

ます。 

 以上です。 

○野口博委員長 木下課長。 

○木下警備課長 それでは、質問番号１７

番、消防本部警備課所管でございます消防

水利事業、消火栓等整備負担金についてお

答えいたします。 

 消火栓は、火災発生時におきまして、最

も有効な消防水利でございます。事務報告

書４２５ページにも記載しておりますが、

現在市内に１，８１１か所ございます。消

火栓等整備負担金を大別いたしますと、新

しく消火栓を設置するためのものと、既存
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の消火栓を良好な状態で保全するための

ものとの２種類となります。まずは、消火

栓の新設でございますが、例えば消火栓を

１基新設するといたしまして、そのために

地面を重機で掘削し、地下に配管を通して

設置するような大がかりな工事となり単

体の工事では１件当たり１００万円以上

の高額になることになります。そのような

ことから毎年、年度当初に「地下埋設物連

絡協議会」にて打ち合わせをいたしまして、

本市建設部、また上下水道部に依頼し、市

が実施する水道工事と併せまして、消火栓

の新設が必要な場所への設置工事を並行

して実施し、コストを抑えながら計画的に

整備を進めているものでございます。 

 次に、消火栓の保全のほうでございます

が、消火栓は、その多くが車道を含め、道

路に設置されておりまして、大型車両の通

行等によって既存の消火栓が破損し、良好

ではない状態に陥ることがございます。そ

のような不良な消火栓を万全な状態へと

復旧するために予算を計上し、執行を行う

ための費用でございます。 

 続きまして、消防本部車両・資機材整備

事業、これ質問番号１８番でございます。

はしご付き消防ポンプ自動車保守点検委

託料についてお答えいたします。 

 まずははしご車の購入経緯及び運用実

績でございますが、本市では、はしご車は

昭和４７年度に初めて配備し、昭和６３年

度の更新を経て、現在は平成２０年度に更

新整備した３台目で３５メートル級のは

しご付き消防ポンプ自動車でございます。

配備基準といたしましては、国の告示であ

ります「消防力の整備指針」に基づきまし

て、基準数１台に対し、１台を配備してい

るものでございます。はしご車は中高層建

物での火災、救助事案での活動を目的とす

るものでございます。ですが、低層建築火

災においても高所からの放水が有効であ

る場合の活用、場合によっては水難救助に

も活用することも可能でございます。 

 また、実績でございますが、記憶に新し

いところでは、一昨年大規模倉庫火災、ま

た大型遊技場火災等に出動させまして有

効な活用を行っております。なお、現在の

はしご車の火災等の災害実績でございま

すが、平成２０年の更新以降、計２７件と、

決して多数とは言えませんが、消防本部で

は数字のみでは語ることのできない十分

な活動実績を誇ると考えております。なお、

はしご車の更新年度は、１８年でございま

す。また、はしご車は安全を確保するため、

オーバーホールを７年目と１３年目とし

ておりまして、最近では平成２８年度にオ

ーバーホールを実施したものでございま

す。そして昨年度からはしご車のさらなる

安全性を確保するため、「消防用車両の整

備基準検討会」による「消防車両の安全基

準」に基づきまして、はしご車年次保守点

検を実施しております。はしご車は市民の

皆様が安心して生活していただけるため

の本市消防力を支える欠くことのできな

い主力車両でありますので、今後も適正な

メンテナンスを行い、可能な限りの長寿命

化を図りながら事故防止をしっかりと勘

案し、運用してまいりたいと考えているも

のでございます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 川西課長。 

○川西防災危機管理課長 では、質問番号

１９番、決算概要１３０ページにございま

す情報収集伝達体制整備事業のうち、防災

情報充実強化事業の内容についてお答え

いたします。 

 これは大阪府と、それから府内４３市町
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村が共同で運用しているシステムでござ

いまして、中身としては大きく二つござい

ます。まず一つ目は災害時に市の状態を大

阪府に的確に迅速に伝えるシステムでご

ざいまして、例えば災害発生時、または災

害が予見されるときに避難所はここが空

いています。また避難所に逃げ込まれた方

は何名ですとリアルタイムで大阪府に伝

えるシステムでございます。 

 二つ目の役目といたしましては、これは

市民向けのものなんですけれども、緊急速

報メール、いわゆるエリアメールですね、

何か水害が予見される場合でありますと

か、災害が予見される場合、お持ちのスマ

ートフォンであったり、携帯電話にかなり

大きな音を鳴らせまして緊急に情報を伝

える。逃げてください、ここの避難所が空

いています等々、こういう情報を伝えるた

めのシステムでございます。 

 続きまして、質問番号２０番でございま

す。決算概要５２ページ、ＬＥＤの防犯灯

と防犯カメラの各事業でございます。 

 この事業は、今年の４月から防災危機管

理課に自治振興課から移管されたものな

んですけれども、お問いの台数につきまし

て、今年の３月末の時点でＬＥＤ防犯灯は

市内で６，５６９灯、それから防犯カメラ

は当時の自治振興課所管分でカウントい

たしますと１０６台でございます。それと

保守契約の委託の形態ということですけ

れども、このそれぞれの事業の中で委託契

約を結んでいるものは防犯カメラの保守

委託契約なんですけれども、これは指名競

争入札でございまして、単年度の契約で業

者と保守の契約を結んでおります。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 塚本委員。 

○塚本崇委員 それでは、２回目の質問に

移らせていただきます。 

 質問番号１、番号制度システム整備費補

助金については、理解いたしました。あり

がとうございます。これについての質問は

終了とさせていただこうと思います。 

 続きまして、質問番号２、都市再生地籍

調査について、２９７万円の歳出がござい

ましたが、歳入と歳出の差について、これ

は市の負担金ということで考えていいの

か、この点についてご説明をお願い申し上

げます。 

 続きまして、質問番号３、大阪府市町村

振興補助金について、図書館運営に充てら

れたということですが、この図書館運営に

ついての中身についてお分かりでしたら

お教えください。 

 続きまして、質問番号４、売払収入でご

ざいます。土地売払収入に関してなんです

が、当初予算は８，７６０万６，０００円

のところ、補正で３，６４９万２，０００

円減額となった経緯についてご説明くだ

さい。 

 続きまして、質問番号５、ＦＭ推進事業

についてです。ＦＭ推進業務委託料１，４

５２万円の算定基準と委託先、契約形態で

すかね、もう一度ご説明をお願いいたしま

す。 

 質問番号６番、市立集会所管理事業につ

いてです。ちょっと初歩的な質問で申し訳

ございません。市立集会所管理事業と、地

区集会所助成事業の違いについてお教え

ください。 

 質問番号７番、情報化推進事業について

です。先ほどのご答弁では独自のカスタマ

イズが多く、継続した契約となったという

ことでご答弁いただきました。ということ

は過去の実績をもって委託されるという

ことであると、その中身がブラックボック



- 17 - 

 

ス化されていないでしょうかということ

に対して、ちょっと懸念がございました。

ＩＳＯなどの標準となるドキュメント類

が本市に納品されているかどうかについ

てお尋ねいたします。 

 続きまして、質問番号８番、地区集会所

助成事業、こちら今後必要となってくる修

繕の見通しについてお聞かせください。 

 質問番号９番、時間外手当については、

人事課管轄ということで伺いましたので、

これはＢチームのほうで聞かせていただ

きます。この質問はこれで終わりとさせて

いただきたいと思います。 

 続きまして、１０番、正雀駅南自動車駐

車場についてですが、府からの行政財産使

用許可料ということで、借り上げというこ

とで聞いております。予算額と決算額の差

異についてご説明をお願いいたします。 

 続きまして、質問番号１１番、千里丘駅

前広場管理事業についてです。先ほどのご

答弁ですと案内板の清掃ということを伺

っておったんですが、今ＪＲ千里丘駅前の

案内看板が設置されている、この箇所につ

いては雑草がかなり生い茂っております

けれども、その管理はどのようにされるの

か、お答えをお願いいたします。 

 続きまして、１２番、特定空き家対策、

先ほど取り組みについてまでご説明いた

だきました。この人口ビジョンにおいては、

全国的な人口減少とともに空き家も増加

することが考えられますので、また近年の

大阪北部地震や台風、ゲリラ豪雨等もあっ

て、特定空き家対策の重要性が今後増して

いくと思われます。魅力あるまちづくりを

通じて人口を何とか上昇に持っていこう

と今考えて努力して努めてまいりますの

で、対策のほどよろしくお願いいたします。

これは要望としておきます。 

 質問番号１３番、建築設計監督事業、こ

れに関しては営繕の相談等について、実施

されているということなんですけれども、

どのような資格を持った方か、どのように

従事されているのかについて、もう少し深

くご説明いただければと思います。 

 質問番号１４番、緑化推進事業でござい

ます。先ほど６０本植えられているという

ことでお答えいただきました。剪定も場所

も考えて植えておられるということなん

ですけれども、先日の万博記念公園の倒木

による木の事故が起こりました。大阪市内

では、イチョウの木が市の木になっている

んですけれども街路樹の根が浅いことか

ら現在、街路樹を伐採して低木に植え替え

るという事業が大阪市内では進んでおり

ます。本市における倒木対策についてお聞

かせください。 

 続きまして、質問番号１５番、公園維持

管理事業でございます。先ほどの防犯カメ

ラの件は、防災危機管理課に移管されたと

いうことですので、これについては防災危

機管理課を兼ねて２０番の質問にまとめ

させていただきます。 

 質問番号１６番、公園遊具補修事業につ

いて、遊具更新６３５基あるとお答えいた

だいたんですけれども、遊具更新の選定に

ついてＡ段階からＤ段階まであるんです

が、その際の新しい遊具の選定についてお

聞かせください。 

 続いて、質問番号１７番、消防水利事業

でございます。消防水利事業、計上に対し

て執行率が３５．７％と予算と決算が乖離

しておりますので、この点について理由を

お聞かせください。 

 １８番、消防本部車両・資機材整備事業

でございますが、摂津市内にも高層マンシ

ョンがふえてきております。さらにはＪＲ
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千里丘駅西口の整備事業によって、またさ

らに高層ビルがふえることも予想されま

す。現在の３５メートル級で、それで十分

であるのか、それともそれ以外の対応によ

って賄っていくのか、そのご対応について

お聞かせください。 

 質問番号１９番、情報収集伝達体制整備

事業についてです。先ほど緊急速報メール

等が行われるとご答弁いただきましたの

で、防災訓練における緊急速報メールの結

果及び先日１１月５日に行われた防災無

線訓練の結果についてお教えください。 

 質問番号２０番、防犯対策費でございま

す。現状の防犯カメラの機能について、そ

の選定理由、画素数、撮影素子を含めてお

聞かせいただければと思います。 

 ２回目の質問とさせていただきます。 

○野口博委員長 ３番目の図書館につい

ては、所管が別になりますので、中身につ

いての質問なのでよろしくお願いいたし

ます。 

 答弁をお願いいたします。 

 井上課長。 

○井上道路管理課長 それでは、地籍調査

の国・府の補助内容と市の市費の負担金に

ついて答弁いたします。 

 地籍調査では、決算書４２ページに記載

のとおり、補助対象事業費の２分の１が国

土調査事業費補助金として国からの補助

を受けております。残りの２分の１、つま

り全体の４分の１になりますが、これにつ

いても決算書５２ページに記載のとおり

府からの補助金を受けております。したが

いまして、補助事業費全体の４分の１は市

費となり、地籍調査の成果は道路台帳の調

整にも活用できますので、本市としまして

は、平成１８年からこれらの補助金を活用

しつつ、地籍調査を実施しております。令

和元年度の地籍調査につきましては、先ほ

ど答弁申し上げたとおり、正雀本町２丁目

の一部において事業費２９７万円で実施

しております。過去に調査確認されている

境界点復元作業もこの中で実施しており

ますが、これにつきましては補助対象外と

いうことになりますので、これに係る費用

を差し引いた２２１万２，０００円、これ

が補助対象事業費になりまして、国の補助

金は、その２分の１の１１０万６，０００

円、府の補助金が４分の１の５５万３，０

００円となっております。市費につきまし

ては、１３０万円程度になっております。

以上です。 

○野口博委員長 池上参事。 

○池上総務部参事 まず、土地の売払収入

ですけれども、予算８，７６０万円に対し

まして、３，６００万円減になっている理

由ということでございますけれども、この

分につきましては、当初売上げの予定額と

しまして、予算８，７６０万６，０００円

でございますけれども、これにつきまして

は、旧別府公民館の売払いを５，０００万

円、それであと千里丘３丁目にございます

ちびっこ広場を３，７６０万６，０００円

で計上しておりましたけれども、旧別府公

民館につきましては、売払いのときに、詳

細を調べますと、建物にＰＣＢの器具類が

残っておりましたので、その除去をするた

めに対策に時間を要したため、令和元年度

で売却ができなかったということでござ

います。それとあと、千里丘のちびっこ広

場については、当初３，７６０万６，００

０円で計上しておりましたけれども、イン

ターネットオークションを使いまして、売

払いをしたところ、５，０２０万円で売却

ということになりました。そのほか、里道

の売却によりまして９１万４，０００円ほ
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ど収入を得ておりまして、結果５，１１１

万４，６７６円の収入となっております。

大きな理由としましては、別府公民館の売

払いができなかったということでござい

ます。 

 それとＦＭの事業についてですけれど

も、ＦＭの事業につきましては、委託料の

算定、契約形態ということでございますけ

れども、こちらにつきましては、先に契約

を申し上げますと随意契約をしておりま

す。これはなぜ随意契約になるかといいま

すと、平成２８年度に公共施設等総合管理

計画を策定し、初版の策定業務及び固定資

産台帳の整備の支援業務を公募型のプロ

ポーザルで募集をいたしまして、そのとき

に受託した業者でございまして、これまで

の業務の成績から市内の公共施設におけ

るバックデータを保有しており、また活用

が可能であること、それと本市の取り組み

を熟知していただいているということも

ございまして、また今後実践に向けた取り

組みに対して豊富な知見と専門性を有し

ているということを判断しまして、随意契

約とさせていただいております。中身につ

きましては、こちらしっかりとやっていた

だくものなど精査しまして、契約をさせて

いただいているということでございます。 

 それと市立集会所と地区集会所ですけ

れども、市立集会所につきましては、摂津

市が主体となって市内に整備しておりま

す集会所で、現在、市内に５０か所の集会

所がございます。それに対しまして、地区

集会所につきましては、地域住民の資金に

よって建てられた、昔の村落の寄り合い場

所というような形で設置されたものと聞

いております。現在も市立集会所につきま

しては、市が設置しておりますので、管理

する者は自治会を主としました管理委員

会にお願いしておりますけれども、地区集

会所につきましてはその集会所の地元の

自治会でありますとか、実行組合等々が管

理されているということで、この部分につ

いては各地区に管理していただいている

ということになります。 

○野口博委員長 槙納参事。 

○槙納総務部参事 それでは、情報政策課

に係りますご質問にお答えさせていただ

きます。 

 システムの継続使用により中身がブラ

ックボックス化しないかというご質問に

ついてですが、現行システムは平成２６年

度に構築をし、市民サービスに関わるもの、

業務の効率化が図れるものについて、本市

独自の多くのカスタマイズを施しており

ます。そのため、今回パッケージシステム

を継続使用させていただいております。ま

た、仕様書等、ＩＳＯの標準化されている

ものかどうかというご質問につきまして

は、今回の作業に当たりましては、今申し

ましたようにパッケージシステムはその

まま継続使用し、クラウド基盤におけるシ

ステムの再構築を行いました。業務に関わ

るシステムの仕様は、従前から変更がない

ため、納品物件に関しましては、住民記録

システムや国民健康保険システム自体が

主であり、ドキュメントに関しましては、

稼働テストで確認書がある程度となって

おります。 

○野口博委員長 池上参事。 

○池上総務部参事 地区集会所助成事業

についてでございますけれども、今後の修

繕の見通しということでございますが、昨

年は１件ということで、これまでも１件、

２件の助成ということになっております。

この地区集会所は、先ほども申し上げまし

たように、自治会というか、地元で建てて
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管理、修繕も地元で実施いただいている分

になりますけれども、実際使われている使

用目的としましては、地域の住民でありま

すとか、自治会でありますとか、老人クラ

ブ、子ども会の会合、レクリエーションに

使われているということで、市立の集会所

と同様に地域での利用ということになっ

ておりますので、この分に対しては、今後

も修繕に対して補助はしていくと考えて

おります。補助につきましては、新たに整

備される場合には、建築費の１０％以内、

３５万円限度、それと修繕につきましては

補修費の３０％以内、１５万円を限度とし

ての助成でございます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 永田参事。 

○永田建設部参事 それでは、塚本委員の

２回目の質問にお答えさせていただきま

す。 

 正雀駅南自動車駐車場につきましては、

平成９年４月から自動車駐車場として供

用開始しておりまして、翌年の平成１０年

に大阪府のほうが使用料に関する見直し

をされまして、当該地の改定貸付料が、そ

の貸付料を算出した金額が大幅に上がっ

たというところから、改定貸付料に達成す

るまで毎年前年度貸付料に１．０５倍、

５％を乗じた金額を各年度の貸付額とす

るようなことになった状況でありました。

そのため、予算額としましては、前年度掛

ける１．０５倍をした金額を予算化してお

ります。ただ、毎年大阪府より行政財産の

使用許可をいただいている中では、使用料

に関する金額というのがこの決算額とな

っておりまして、平成２５年度以降からは、

予算額を下回った結果となっておりまし

て、令和元年度もこの金額の差が生じたと

いうような結果となっております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 井上課長。 

○井上道路管理課長 それでは、塚本委員

の１１番目のご質問のＪＲ千里丘駅東口

の案内看板の雑草の処理についてのお問

いにお答えいたします。 

 駅前広場の日常管理では、乗り場案内等

の道路管理課で所管する看板の清掃を行

っております。また、ＪＲ千里丘駅東口の

駅前広場は一部ＪＲ西日本の管理区域も

ございます。委員がご指摘のＪＲ千里丘駅

東口の看板は、ＪＲ西日本の管理区域の中

に設置している広報課が所管する案内看

板であるかと思われます。雑草処理は、こ

の看板の所管課が行うところでございま

すが、駅前広場の日常管理の中で発見した

際には、所管課に情報提供をしてまいりま

す。 

○野口博委員長 池上参事。 

○池上総務部参事 建築設計監督事業で

ございますが、どのような資格を持った職

員が従事しているのかということでござ

いますけれども、職員につきましては、５

人で従事しておりまして、一級建築士を持

った者が１名、二級建築士が２名、それと

あと設備工事に関する資格ということで、

これが一級管工事施工管理技士の資格を

持った者が従事しております。あともう一

名につきましては、専門的な資格は持って

いないということでございます。 

○野口博委員長 宮城課長。 

○宮城水みどり課長 それでは、１４番目

の質問の２回目にお答えします。 

 倒木による危険性、これの対処について

ということですが、公園、ちびっこ広場、

河川緑地にあります樹木、先ほどお答えい

たしました誕生記念樹も含めまして、この

樹木の倒木に関しましては、春と秋に専門
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家であります造園業者と職員が現地で立

会いをし、樹木の確認を行っております。

その際に、枯れてしまって生育状況が悪く

なっている樹木やまた病気、これにかかっ

て悪い樹木、また台風などの外力により損

傷を受けた樹木など、様々な要因で樹木と

して倒木の危険性があると判断されたも

のにつきましては、立入禁止、この措置を

取りながら造園業者によって伐採、あるい

は枝でありましたら枝の剪定、こういった

ものを行いながら倒木の危険性に対して

対処しております。またそれとは別に、先

ほど遊具のところでもご答弁申し上げま

したが、シルバー人材センターにおきまし

て公園パトロールを依頼しております。こ

のパトロールの中でも樹木のほうも確認

していただいておりますので専門家では

ありませんが、見た目で枝が落ちそうだと

か、木が傾いている、枯れて虫が食ってて

状態が悪いんじゃないかと、こういったも

のにつきましては、報告をすぐさま上げて

いただき、造園業者に確認をしていただい

ているところでございます。これによって

倒木の危険を排除しているということに

なっております。 

 続きまして、１６番目の質問の２回目で

ございます。 

 さっきの点検結果を受けて遊具の更新、

これはどのように行っているのかでござ

いますが、先ほどの遊具の点検結果、これ

におきましてＤ判定である立入禁止、使用

禁止、そのもう一つ上になりますが、Ｃ判

定の遊具については、更新、そういったも

のを考えてもいいというような判断のも

のがあります。これにつきまして、まずＤ

判定につきましては、即時使用停止の後、

撤去を完了した後、どのような遊具を設置

していくか。Ｃ判定につきましても遊具の

更新時期が来ておりますので、これにつき

ましては、職員と専門業者で確認しながら

どういったものにしていくかということ

で協議を行っておりますが、更新の際には、

以前と同じような遊具ではなく、実際にさ

らなる安全性だとか、遊びの機能、また人

気があるもの、あとコスト、こういったも

のを考慮しながら遊具を新たに選定しな

がら更新を行っていっている状況であり

ます。 

 以上です。 

○野口博委員長 木下課長。 

○木下警備課長 それでは、塚本委員から

の２回目の質問、消火栓等整備負担金の執

行率についてお答えいたします。 

 消火栓の新設につきましては、先ほどの

説明にもございましたが、コストを考慮し、

計画的に整備を進めるに当たり、令和元年

度においては、新設消火栓が必要な場所を

リストアップし、予算を組んでいたわけで

ございますが、昨年実施のありました令和

元年度定期監査におきまして、消防救急資

機材の中でも特に人命に直結するＡＥＤ

の耐用年数を超えて使用していることに

ついてご指摘をいただきました。消防本部

といたしましては予算の関係から機器の

延命化、長寿命化を考えていたわけでござ

いますが、監査事項を深く認識いたしまし

て、メーカーが規定する耐用年数を遵守す

るため、新たに計画を定め、更新していく

こととしたものでございます。そのため、

早期に購入が必要となり、目的外執行とい

たしまして、財政課の許可を得まして、こ

の消火栓等整備負担金からやむを得ず、こ

のＡＥＤを購入するため、流用を実施した

経緯がございます。したがいまして、約１

８０万円のＡＥＤを急遽購入する必要が

発生したために、予定していた新設消火栓
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の整備は未実施となり、次年度へスライド

することになったものでございます。 

 次に消火栓の保全の方でございます。こ

ちらなんですけれども、消防職員は常々災

害時に万全を期すため、消火栓を巡回しな

がら点検を実施しております。令和元年度

におきましては日頃の消防職員の点検が

功を奏しまして、少額の保全事案は数件あ

ったものの、幸いにして大きな修繕を伴う

案件がなかったため、執行率が低くなった

ものと検証しております。消防本部といた

しましては、いざ火災発生時におきまして、

消火栓は、常に良好な状態で使用すること

ができるよう、市域の管轄を定め、年間を

通じ、しっかりと点検を実施するとともに、

費用の低廉化を勘案しながらその保全に

努めているものでございます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 納家課長。 

○納家予防課長 質問番号１８番の２回

目、３５メートル級のはしご車が届かない

建物の対策、対応についてお答えいたしま

す。 

 市内において、３１メートルを超える建

物は、１５か所あります。中高層建物の火

災活動については、中高層建物の火災防御

原則の計画に基づいて消火、救助活動を実

施しております。高層住宅の場合、消防法

令では、３１メートルを超える建築物は、

はしご車が届かないなど消火活動や避難

が難しいため、１１階以上の階には床面積

の広さに関係なく、スプリンクラーや自動

火災報知設備の設置が義務づけられ、さら

に３１メートルを超える建物には建物全

体でカーテンやじゅうたんなどに燃えに

くい防炎製品を使うことが義務づけられ

ています。このようにはしご車が届かない

建物に対しましては、消防法令に基づき、

消防設備の設置強化によりまして、安全を

確保しております。 

 以上です。 

○野口博委員長 川西課長。 

○川西防災危機管理課長 では、質問番号

１９番でございます。 

 まず携帯電話、スマートフォンに入りま

すエリアメール、緊急速報メールの訓練で

のご活用ということなんですけれども、こ

れかなり大きな音で知らせるシステムで

ございまして、残念ながら市単独でこれを

防災訓練に導入している自治体というの

は、なかなか府内では見たことがございま

せん。代わりに府内統一で大阪府のほうが

主催されています８８０万人訓練、こちら

のほうでこのエリアメールを活用いたし

まして、一斉に情報を伝える訓練というの

を実施されておられます。また委員がお問

いの１１月初旬にございました訓練なん

ですけれども、これはエリアメールではな

くて、防災行政無線、市内に１７か所ござ

いますスピーカーから音声で伝えるとい

う訓練を、これは全国共通で国のほうが実

施されまして摂津市も当然参加いたしま

した。男性の声でゆっくりお話しされる、

それが音声で流れるんですけれども、結果

といたしまして、市民の方からの声としま

しては、男性の声がゆっくりでなかなか聞

き取りにくいのではないかという意見が

幾つか寄せられておりまして、取りまとめ

である大阪府のほうに市民からの意見と

いう形でお伝えする結果になりました。 

 これについては以上でございます。 

 続きまして、質問番号２０番でございま

す。防犯カメラの規格等でございます。防

犯カメラは、暗いところでも鮮明に撮れな

ければ意味がございませんので、有効画素

数はカラーで２００万画素、それから撮影
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素子は２．８分の１シーモス相当、最低被

写体の照度は０．０５ルクスということで、

この基準を満たすというところで、仕様書

を作って入れております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 暫時休憩します。１３時

再開です。 

（午前１１時４７分 休憩） 

（午後 ０時５９分 再開） 

○野口博委員長 再開します。 

 午前中に続き、質疑に入ります。 

 塚本委員。 

○塚本崇委員 よろしくお願いいたしま

す。 

 質問番号２番の都市再生地籍調査につ

きましては、理解いたしました。ありがと

うございます。 

 質問番号３番につきましては、先ほど委

員長からご指摘があったとおり所管違い

でございますので、また別途質問させてい

ただきたいと思います。 

 質問番号４番、売払収入について、こち

らも理解いたしました。ありがとうござい

ます。 

 質問番号５番、ＦＭ推進事業でございま

すが、ＦＭにおいては、ＶＯＭ、つまりお

金の価値を最大限にする、言わば森山市長

の方針とするお金づくりにおける重要な

位置づけであると考えます。既存の営繕等

の概念に捉われることなくＰＤＣＡサイ

クルを活用していただいて、ＦＭを標準化

できるレベルまで推進していただけるこ

とを要望として本質問を終わらせていた

だきます。 

 質問番号６番、市立集会所管理事業でご

ざいますが、これは８番との兼ね合いにな

りますが、先ほどのご答弁でいくと、地区

集会所の修繕は市民の皆さんが自らの手

で行う修繕、市立集会所の修繕はその都度、

契約されている業者に委託されている認

識でよろしいでしょうか。お答えをお願い

いたします。 

 質問番号７番、情報化推進事業でござい

ます。先ほどのご答弁でございますと、Ｉ

ＳＯなどの標準化されたドキュメントが

ないということでございまして、通常であ

れば標準化されたドキュメントをもって

システム構築の相見積りを取っていくの

が民間では常識と私は考えます。誰もが見

ても分かるドキュメントが存在しないと

いうことが現状の状態につながっている

のではないかと考えておりまして、システ

ムにおいてもクラウド化されたからよい

といったことではなくて、先日、福井県の

産業支援センターで起こったような復旧

不可能なデータ消失事故というのがクラ

ウドでも起こり得ます。また、スタンドア

ローンよりもクラウド化されることのほ

うが情報の流出、外部からの攻撃に対して

は脆弱であると考えますので、その点十分

理解していただいた上でより安全な運用

を求めるものです。これは強く要望してお

きます。 

 質問番号８番に関しては、先ほどの６番

と一緒にさせていただきます。 

 続きまして、質問番号１０番に関しては

理解いたしました。ありがとうございまし

た。 

 質問番号１１番に関しまして、ＪＲ千里

丘駅東口ペデストリアンデッキにおいて

は、現状、２階部分が雨漏りしております

ので、鋼材への雨水というのは腐食の原因

となるだけではなくて、雨漏りによる転倒

事故が起こった場合、本市の責任を問われ

ることにもなりかねませんので、その点は

早急な対応を求めまして、意見とさせてい
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ただきます。 

 続きまして、質問番号１３番、こちらは

一級建築士を含め５名従事されていると

いうことで理解いたしました。ありがとう

ございました。 

 質問番号１４番、緑化推進事業でござい

ますが、菅内閣発足時の所信表明において

は、２０５０年における温暖化効果ガスの

実質ゼロを推進しております。実質ゼロと

いうことは、森林により温暖化効果ガスの

吸収量が排出量に追いつくということで、

環境省のホームページによると大阪府内

ではまだ３市しかゼロ表明されておりま

せん。今後ますます重要視される緑化事業

においては本市もゼロ表明が可能なよう

に努力していただけることを要望として

おきます。 

 続きまして、質問番号１６番、公園遊具

補修事業において、まず遊具においては安

全性が第一であると考えます。これは同じ

であると思います。古い遊具というのは、

回転軸や鎖に指を挟むなどの切断事故等

が全国で報告されております。遊具の更新

に際しては、このような事故が起こらない

よう細心の注意をもって選定に臨んでい

ただきたいと思います。これも要望として

おきます。 

 質問番号１７番の消防水利事業に関し

ては、理解いたしました。ありがとうござ

います。 

 質問番号１８番も理解いたしました。今

後ますますのご努力よろしくお願い申し

上げます。 

 質問番号１９番、情報収集伝達体制整備

事業、先ほどのご答弁ですと、男性のゆっ

くりした声では聞き取りにくいというこ

とで、特に高齢者においては可聴域が狭ま

るといったこともございます。高齢者への

聞こえ方を配慮した場合では、ＩＳＯ７０

２９やＪＩＳＳ００１４といった方法が

ありますので、そういったものを参考にし

ていただきまして、高齢者への聞こえ方を

配慮した音声づくりというものを要望と

いたします。 

 質問番号２０番、防犯対策費でございま

すが、先ほどのご説明ですと、ＬＥＤ防犯

灯は相当数ありますのでいいとして、防犯

カメラについては１台当たりがおおよそ

修繕費が６，０００円、保守管理委託料が

約３万５，０００円かかってくるというこ

とになりまして、この金額の妥当性につい

てどのようにお考えでしょうかというこ

とで、今後設置台数をふやすことによって、

比例して同じだけコストがふえてしまう

のか、その辺りについて展望についてお聞

かせください。よろしくお願いいたします。 

○野口博委員長 池上参事。 

○池上総務部参事 それでは、市立集会所

と地区集会所の修繕の分についてご答弁

させていただきます。 

 市立集会所につきましては、先ほどご答

弁させていただきましたように市内５０

か所ございまして、これは市が設置してい

る分になりますので、修繕等につきまして

は、基本的には市が修繕しております。業

者などにお願いして修繕をしておるとい

うところでございます。 

 それと地区集会所につきましては、先ほ

どちょっと補足も含めまして、ご説明させ

ていただきましたように、地域の住民の自

己財源で建てられた昔の村落というか、そ

ちらのほうで建てられた集会施設でござ

いまして、現在、市内に９か所ございます。

この分の修繕につきましては、基本的には

各地区で行っていただいており、自治会で

ありますとか、実行組合でありますとか、
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そちらのほうで基本的には行っていただ

いて、市としてはノータッチというような

状況になっています。ただ、修繕等につき

ましては、先ほど言いましたように使用目

的が地元の自治会であるとか、老人クラブ

であるとかそういったところで使用して

おりますので、修繕費の一部の補助だけは

させていただいているという現状でござ

います。 

○野口博委員長 川西課長。 

○川西防災危機管理課長 では、質問番号

２０番の３回目のご質問にお答えいたし

ます。 

 まず防犯カメラの保守であったり、修繕

であったり、この金額の妥当性ということ

なんですけれども、まず防犯カメラ、この

保守点検委託なんですけれども、これは指

名競争入札によりまして、競争原理が働い

た中での金額でございます。また、この保

守の契約の中には、年に一度の全カメラの

点検確認だけではございませんで、カメラ

の軽微な修繕、これを随時行うこと、また

カメラをつけている電柱が傷んだ場合は

別のところにつけ直すんですけれども、そ

のときの移設費用、ここまで含めた上での

保守点検委託料でございます。 

 また一方修繕費なんですけれども、平成

２８年以前につけたカメラというのが大

体半分ぐらいございます。当然経年劣化も

見られますし、また精密機械が絶えず雨風

にさらされているというコンディション

の中で動いておりますので、この修繕料に

つきましては、なかなか下げることができ

ない状況であると考えております。 

 そして今後、カメラの台数がふえればス

ケールメリットが働くのかということな

んですけれども、今の時点で我々考えてお

りますのは、予算が絡む話なので、考え方

としてご理解いただきたいんですけれど

も、今年に入りまして、移管された分も併

せまして、防犯カメラ１１０台体制で防災

危機管理課では管理しております。ただ、

かなり経年劣化が進んでいるものもござ

いますので、まずはこの台数を維持した中

で機器の更新のところにまずは軸足を置

きながら、台数をふやしていく段階にある

のではないかと考えております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 池上参事。 

○池上総務部参事 こちらご質問ではな

かったんですけれども、１３番でお問いの

ありました建築設計監督業務の体制なん

ですけれども、先ほど一級建築士を含めと

いうことで理解いただいたというような

ことだったんですけれども、昨年度におき

ましては、一級建築士がおりましたけれど

も、今年度から機構改革によりまして、営

繕部門が資産活用課のほうになりまして、

現在も５人なんですけれども、一級建築士

じゃなくて、二級建築士２名と、あと一級

管工事施工管理技士、こちらのほうが２名

と、あと事務のほうが携わっているという

状況ですので、それを補足で説明させてい

ただきます。 

○野口博委員長 塚本委員。 

○塚本崇委員 質問番号１３番のご答弁

ありがとうございました。 

 質問番号２０番に関しましては、また今

後において維持と機器更新ということで、

予算ありきのことではあるとは思います

が、やはり安全・安心を守るといったこと

を考慮いたしまして、これもまた警察と協

議をしながら増設についても進めていた

だけますよう要望とさせていただきます。 

 それから、市立集会所管理事業ですが、

こちらについても理解をいたしました。ご
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説明ありがとうございました。 

 私からの質問は以上とさせていただき

ます。 

○野口博委員長 続いて、松本委員。 

○松本暁彦委員 それでは、引き続きまし

て、質問をさせていただきます。 

 幾つかかぶっているところもあるかと

思いますけれども、その際は、改めてお答

えいただければなと思います。 

 まず１番目、決算概要３ページの一般会

計決算概要のところで、令和元年度につい

ては、１億９，７８３万円の実質収支の黒

字となっております。改めて財政課として

この令和元年度の一般会計決算概要につ

いて、どのようにお考えなのか、お聞かせ

をいただきたいと思います。 

 続きまして、２番目、システム構築委託

料について決算概要の５０ページ、これに

つきましては、先ほど質問がございました。

その中でクラウド化等構築をされたとい

うところではございます。その回答を踏ま

え、クラウド化など令和元年度の事業の取

り組みが実際どのように庁舎内の機能強

化、あるいは市民サービス向上につながっ

たのか、どのように成果を考えているのか、

お聞かせください。 

 続きまして、３番目、決算概要の６８ペ

ージの基幹統計調査事業のところですけ

れども、令和元年度の取り組み、概要につ

いてお聞かせください。 

 続きまして、４番目、決算概要６２ペー

ジ、市民税課の納税通知書等印刷及び封入

封緘委託料について、この委託料の内容に

ついてどのようなものか、お聞かせくださ

い。 

 続きまして、５番目、決算概要の４８ペ

ージ、ＥＳＣＯサービス料について、こち

らについては令和元年度の事業内容につ

いてお聞かせください。 

 続きまして６番目、同じく決算概要４８

ページ、庁舎西別館解体等工事について、

こちら令和元年度に解体をされました。当

時、並行的に跡地について様々検討されて

きておりましたが、改めて令和元年度で跡

地についてどう検討されてきたのか、併せ

て現状についてお聞かせください。 

 続きまして、７番目、決算概要４６ペー

ジ、ＦＭ推進事業について、こちらも先ほ

どの質問で委託料のところについては説

明をいただきました。それを踏まえて、令

和元年度の成果というものを改めてどの

ようなものか、そしてどう評価され、それ

を次に生かしていこうかというところを

その点お聞かせください。 

 続きまして、８番目、決算概要５２ペー

ジの防犯カメラのところです。これについ

ても先ほどの質問でございました。設置の

状況等々もお聞きをいたしました。改めて

防犯カメラの効果というもの、あるいは実

際の警察等と一緒に事案について実施し

た事例があるのか、これについてお聞かせ

ください。 

 続きまして、９番目、決算概要の１３０

ページの防災演習事業について、こちらの

令和元年度の取り組みついてお聞かせく

ださい。 

 続きまして、１０番目、決算概要の同じ

く１３０ページ、耐風対策調査委託料につ

いて、こちらの委託料の内容についてお聞

かせください。 

 そして同じく１３０ページの防災士取

得費用助成金について、令和元年度の事業

内容についてどのようなものかお聞かせ

ください。 

 続きまして、１１番目の決算概要の１１

０ページ、こちらの正雀駅南自動車駐車場
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管理事業について、こちらも先ほどの質問

でございましたので、もうこれは要望とさ

せていただきます。 

 こちらは、昨年の決算審査に係る委員会

でも利用状況の改善を要望させていただ

きました。そして今年、利用料金を下げら

れ、改善に向けた取り組みをされたことに

ついては評価をいたします。あわせて、引

き続き１２５ｃｃ以上のバイクが阪急正

雀駅の南側では止めるところがないとい

うところについては、引き続き働きかけを

ぜひお願いしたいと思います。 

 こちら、阪急摂津市駅のところは、５０

ｃｃ以上のバイクは止められます。こちら

３００円のコイン式のパーキングとなっ

ており、阪急正雀駅とは１５０円か３００

円かの違いのところの費用と、あと場所に

ついても、阪急正雀駅の５０ｃｃ以下のバ

イク置場は私はよく通りますけども、一、

二台しか止まっていない状況で、非常に使

い方がもったいないのかなと思っており

ます。市民の方でも、１２５ｃｃ以上のバ

イクは最近やっぱり多くなっている中で、

阪急正雀駅では止められないので、あえて

阪急摂津市駅において利用しているとい

う話もお聞きをしておりますので、ぜひ土

地利用の有効活用も踏まえて、その点も費

用をかけずにできるようなところでやっ

ていただければなと思います。こちらは要

望とさせていただきます。 

 続いて、１２番目、決算概要１１２ペー

ジ、公共施設巡回バス運行事業について、

こちらバス２台で運行されておりました

が、令和元年度の乗車率についてどのよう

なものかお聞かせください。 

 続きまして、１３番目、公共交通整備事

業について、決算概要の１１２ページです。

こちら執行率４．６％ということですけど

も、この理由等、そして、そもそもこの事

業の目的についてどのようなものかお聞

かせください。 

 続きまして、１４番目、同じく１１２ペ

ージということで、防犯カメラについてで

す。防犯カメラ保守点検委託料について、

こちらの道路交通課のところの設置の目

的等はどのようなものかお聞かせくださ

い。 

 続きまして、１５番目、決算概要１１６

ページ、正雀南千里丘線外２路線、阪急正

雀駅前道路改良事業についてのこの事業

内容についてお聞かせください。 

 続きまして、１６番目、同じく１１６ペ

ージ、未就学児移動経路対策事業について、

こちら繰り越しているということですけ

れども、この内容についてどのようにこう

なったのか、ちょっとお聞かせください。 

 続きまして、１７番目、決算概要１１４

ページ、狭隘道路整備事業について、こち

ら令和元年度の現状等についてどうなっ

ているのかお聞かせください。 

 続きまして、同じく決算概要１１８ペー

ジ、多世代同居・近居支援事業についてで

す。令和元年度の実績について、どのよう

なものかお聞かせください。 

 続きまして、１９番目、同じく決算概要

１１８ページの震災対策推進事業につい

て、こちら三つの補助金が記載をされてお

りますけれども、大阪北部地震を経験して、

令和元年度、改めてこの実績というのはど

のようなものかお聞かせください。 

 続きまして、２０番目、決算概要１２２

ページ、公園維持管理事業について、こち

らのほうで、ちびっこ広場等の管理の現状

についてどのようにされているのかお聞

かせください。 

 続きまして、２１番目、同じく決算概要
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１２２ページ、公園遊具補修事業について、

こちらも先ほどの質問で多々ありました。

こちらの補修事業の令和元年度の状況に

ついて、どのようなものかお聞かせくださ

い。 

 続きまして、決算概要１２４ページ、千

里丘出張所耐震改修工事について、こちら

の工事内容等についてお聞かせください。 

 続きまして、２３番目、決算概要１２８

ページの消防団活動事業について、令和元

年度の消防団の現状、そして人員等につい

てお聞かせください。 

 そして、決算概要の１２６ページの災害

応援等活動事業、こちら毎年様々な事業に

応援されているというところですけども、

令和元年度の実績について、どのようなも

のかお聞かせください。 

 続きまして、２５番、こちら事務報告書

の４１５ページのところで、防火対象物査

察件数についてというところで、こちらに

ついては、平成３０年９月の本任委員会で

摂津市火災予防条例の一部改正の条例を

審査いたしました。この中で消防法令にお

いて、違反が認められる防火対象物につい

ては、一定期間のうち是正しない場合は公

表するという条例改正ということでござ

いましたけれども、この条例改正を踏まえ

て、この査察件数、そしてその後の状況に

ついてどのようなものかお聞かせくださ

い。 

 そして最後、２６番目、同じく事務報告

書の４３５ページの救急活動事業につい

て、こちら令和元年度の救急活動事業、そ

の内容について、このような数字がありま

すけども、どのように分析されているのか

お聞かせください。 

 以上です。 

○野口博委員長 森川課長。 

○森川財政課長 それでは、質問番号１番、

令和元年度の決算の概要についてでござ

いますが、委員のお話にもございますよう

に、令和元年度の決算といたしましては、

実質収支として１億９，７８３万円ほどの

黒字を確保することができております。 

 歳入歳出それぞれの特徴といたしまし

ては、歳入では、前年度に比べまして、市

税のほうが約３億３，０００万円増加して

おりますけれども、使用料などの減少によ

りまして、歳入全体では減少となっており

ます。 

 また、歳出のほうですけれども、歳出で

は、退職手当や地方債元利償還金の減少な

どによりまして、歳出全体でも、前年度に

比べますと、減少となっております。 

 経常収支比率に関しましては９９．１％

と、前年度に比べ１．６ポイント改善とな

りました。令和元年度では、年度終盤に発

生をいたしました新型コロナウイルス感

染症の緊急対策経費など、例年にないよう

な経費の支出もございましたけれども、最

終的には、財政調整基金を取り崩すことな

く黒字決算とすることができたものであ

ります。 

○野口博委員長 槙納参事。 

○槙納総務部参事 それでは、質問番号２

番、システム構築委託料によりますクラウ

ド化に対する成果についてのお問いにお

答えいたします。 

 システムの更新に当たりましては、自然

災害や停電対応等について、サーバーを地

上において運用する方式から、外部のデー

タセンターにおいて構築を行い、通信回線

を経由して利用する方式に変更いたしま

した。これは、国におきましても強く推奨

しておりますもので、今回、クラウド化の

移行により対障害性を向上させ、市民サー
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ビス等を中断させることなくシステムの

安定稼働を図れるものだと考えておりま

す。 

○野口博委員長 中尾参事。 

○中尾総務課参事 松本委員からの統計

調査に関しますご質問にお答えをいたし

ます。 

 令和元年度本市で行いました基幹統計

調査につきましては、製造業に関する事業

を対象とした事業所数、従業員数、製造品

出荷額などを調査する工業統計調査、次に、

事業所及び企業の活動事業の状態を明ら

かにし、各種統計調査の実施のための母集

団情報を整備することを目的とした経済

センサス基礎調査、各ご家庭における家計

消費、所得、資産などを総合的に把握する

全国家計構造調査、農林業に関する各種統

計調査に必要な基礎調査を整備する農林

業センサス、学校に関する基本的事項を調

査し、学校教育上、基礎資料を得るための

学校基本調査、以上、５調査となっており

ます。 

 以上です。 

○野口博委員長 妹尾課長。 

○妹尾市民税課長 それでは、市民税課に

係りますご質問にお答えいたします。 

 質問番号４番、決算概要の６２ページ、

納税通知書等印刷及び封入封緘委託料で

ございます。こちらの委託料に関しまして

は、大きく二つの契約となっております。

一つは、市府民税の当初課税と軽自動車税

の納税通知書の印刷、納付書等の封入封緘

の業務委託料でございます。こちらの金額

が７３６万５，０２１円という契約となっ

ております。 

 もう一つが、市府民税の帳票作成及び封

入封緘業務委託となっております。こちら

に関しましては、期限後の市府民税の申告

書の部分と翌年度の当初課税に係ります

給与支払報告書等の総括表及びその封筒、

また申告書等についての印刷と封入封緘

業務になってございます。こちらの契約に

つきましては、１２７万５，１６１円の金

額となっております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 池上参事。 

○池上総務部参事 それでは、資産活用課

に係りますご質問にお答えさせていただ

きます。 

 まず、ＥＳＣＯ事業についてでございま

すけれども、ＥＳＣＯとは何ぞやというと

ころで、ちょっとご説明させていただきま

すと、Ｅｎｅｒｇｙ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｃｏ

ｍｐａｎｙの略ということで、省エネルギ

ー改修におきまして、優れたノウハウを有

する民間事業者が事業資金計画、設計、施

工、維持管理、効果検証までを一括請負を

することで、契約満了時まで提案時に示し

た光熱水費削減を保証する事業というこ

とでございます。 

 この事業を実施するに当たりまして、こ

れについては平成２９年度に整備をいた

しまして、実際の支払いにつきましては、

平成３０年度からということになります。

この事業を導入したことによりまして、導

入に当たって、まず比較するベースにおい

て利用効果があるかないかという比較を

するベースラインとしまして、平成２５年

度から平成２７年度のエネルギーの平均

値と令和元年度を比べますと、省エネの効

果額としまして、１，４４８万円、省エネ

ルギー率といたしましては３７．９％、Ｃ

Ｏ₂削減率は３７．７％との報告を受けて

おりますので、数字が示すように、エネル

ギーの削減について効果が現れていると

認識しております。 
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 それと、続きまして、西別館の解体に伴

う跡地活用等についてですけれども、西別

館を解体した後の跡地の活用方法につき

ましては、解体のときから並行して、どの

ように活用していこうかということも考

えておりました。その考えの中で、不動産

関係でありますとか、金融とかであります

とか、建設業等々、いろんなところにまず

アンケート調査をしまして、その後、サウ

ンディング調査等を実施しまして、どうい

うような事業ができるのか、できないのか

というのを各事業所にお話をさせていた

だいて、活用の方法等を探っていったとこ

ろでございます。ですので、最終的にとい

いますか、コンビニ当たりが市民の利便性

にも供するというようなこともありまし

て、そういったところを目標に公募をかけ

たわけなんですけれども、応募には至らな

かったということが現状でございます。 

 その後もいろいろと検討はしておるん

ですけれども、まだ具体的な活用方法が見

出せていないということで、今暫定利用と

いたしまして、何かイベントではないです

けれども、職員健診でありますとかそうい

ったときに、今の西別館の跡地を活用して

いるというところでございます。 

 今後におきましても、どういう活用がで

きるのかアンテナを張りながら、引き続き

考えていきたいと思っております。 

 それと、ＦＭの件についてですけれども、

ＦＭの令和元年度の成果ということでご

ざいますけれども、成果といたしましては、

用途ごとの個別施設計画を含みます公共

施設等総合管理計画の改訂版について、現

在は作業を行っておるところなんですけ

れども、その基礎資料、データの収集、整

理が一定できたこと、また、これからＦＭ

を推進していくに当たって必要となりま

す施設情報を一元化するためのポータル

サイトをしっかり構築しまして、改善もし

ていったと。また、各種データをいろんな

形に加工できるようなツールの作成もい

たしまして、あと修繕履歴の洗い出しなど

もいたしまして、ＬＣＣ（ライフサイクル

コスト）とかも算出しております。かなり

専門的な知識がなければできない多くの

マニュアルやツールを委託も通じて、この

ように整理できてきたのかなと考えてお

ります。 

○野口博委員長 川西課長。 

○川西防災危機管理課長 では、質問番号

８番、防犯カメラのお問いについてのお答

えでございます。 

 防犯カメラなんですけれども、まず街頭

犯罪の未然防止でありましたり、犯罪が発

生した場合の迅速な対応を目的として設

置したものでございまして、一言で言えば、

安全・安心のまちづくりを下支えする防犯

機器として活用しております。 

 実際に警察に情報提供する場合の主だ

ったものなんですけれども、この令和元年

度、警察への画像の提供状況なんですけれ

ども、１９３件でございました。 

 効果ということなんですけれども、これ

も犯罪捜査には極めて有効な手がかりと

なると我々考えておりまして、実際、摂津

市内の犯罪の件数は減少傾向にございま

す。具体的にデータを挙げますと、防犯カ

メラを設置したのが平成２５年からなん

ですけれども、平成２５年の摂津市内の全

ての犯罪件数１，３１４件、それが平成２

８年には１，０４７件、令和元年には７０

２件と確実に下がっております。これらは

防犯カメラが全て貢献したというわけで

はないんですけれども、一定寄与している

と考えております。 
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 続きまして、質問番号９番でございます。 

 総合防災演習事業の総括でございます

が、総合防災演習につきましては、セレモ

ニー的な要素が強いのではというお声が

度々寄せられておりまして、何とか実働的

な訓練にしたいと考えておりました。去年

なんですけれども、通常の青少年運動広場

で防災演習を行いましたのに加えまして、

同じ日、同じ時刻に千里丘公民館でも地域

の方にご参加いただきまして、避難所の開

設訓練、これを併せて開催させていただき

ました。 

 また、千里丘の訓練をジェイコムウエス

ト様のご協力によりまして、テレビで中継

いたしまして、青少年運動広場内に大型の

オーロラビジョン、これを設置いたしまし

て、青少年運動広場にお越しの皆様にも千

里丘公民館の訓練を見ていただけるよう

に工夫してまいりました。こういう形で、

より実働的なところも加味した訓練でき

ましたので、我々としては、一定価値があ

ったと考えております。 

 続きまして、質問１０番でございます。 

 耐風対策事業の中身ということなんで

すけれども、これは一昨年の台風２１号で

の被害を踏まえまして、専門家に委託する

ことで、今後の強風への備え、これを進め

ていくという目的でございます。具体的に

は、京都大学の丸山敬教授に委託いたしま

して、実際に台風で体育館の屋根がめくれ

上がった小・中学校が３か所ございました

ので、現場を見ていただきまして、その上

で、市職員や防災サポーターの方にも参加

いただいて、耐風対策ということで研修を

していただきました。また、市民向けには、

「強風への備え４カ条」という冊子を作っ

ていただいて、啓発にも役立てております。 

 最後に、これらの取り組みを踏まえまし

て、地域防災計画の改訂を本年３月に行っ

た中で、風害対策計画というのを丸山教授

の監修によりまして追加することができ

ました。以上が中身でございます。 

 続きまして、１１番でございます。防災

士資格取得補助の中身でございます。 

 この防災士の資格取得補助金なんです

けれども、防災士に地域の防災の活動の要

として活躍いただきたいということで、公

費で資格取得に係ります費用の半額を補

助させていただいておる制度でございま

す。令和元年度には、５名の市民の方に助

成金を交付させていただきまして、内訳と

いたしましては、３万円の補助が３名、４，

０００円の補助が２名でございます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 永田参事。 

○永田建設部参事 それでは、松本委員の

まず１２番目の公共施設巡回バスが２台

運行になっての乗車率についてのご質問

にお答えさせていただきます。 

 公共施設巡回バスは、平成３０年１０月

から台数を１台ふやして、２台運行で開始

しており、２時間に１本のダイヤを１時間

に１本へ改善したことによりまして、乗降

者数は順調に増加しており、前年度同月比

では、２倍まで達する月もございました。 

 乗車数でいきますと、２台運行後、１便、

１日当たりの乗車数は約８７名となって

おります。乗車率につきましては、このバ

ス自体が車いすも対応する車両になって

おりまして、車いすを使用しない場合の定

員数というのが２３名となっておりまし

て、その定員数からいきますと、乗車率は、

令和元年度、２台運行後の１年間の乗車率

は約２５％となっている状況でございま

す。 

 続きまして、１３番目の公共整備事業に
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ついて、その理由と目的についてのご質問

にお答えさせていただきます。 

 まず、この事業に関する予算としまして

は、消耗品費と印刷製本費を上げさせてい

ただいておりまして、印刷製本費に関しま

しては、ダイヤ改正などによってのチラシ

等の費用を見込んでおりましたけども、そ

れがなかったため、執行率はゼロとなって

おります。 

 また、消耗品費につきましては、ニーズ

把握のためのアンケート等に使用する返

信用封筒などの費用を計上しております。

今回、執行予算で使用させていただいてい

るのは、その返信用封筒の購入費に充てて

おります。 

 それから、１４番目の防犯カメラの目的

についてでございますが、道路交通課所管

の防犯カメラにつきましては、自転車・自

動車駐車場内における防犯対策を目的と

しており、平成２１年度と平成２３年度に

大阪府の街頭犯罪多発地域防犯カメラ設

置補助金を活用して設置させていただい

ております。場内の防犯対策、それと精算

機等の設備に関する防犯対策としての設

置を目的としております。 

 それから、１５番目の正雀南千里丘線外

２路線の事業内容についてでございます

が、ご存じかと思いますが、阪急正雀駅前

の道路拡幅事業に伴う用地測量の委託料

を計上させていただいて、その業務内容と

しましては、これまで支障となっておりま

した国有地の処理や地番配列の不整合な

ど地図混乱地域の状態にあることから、法

務局の備え付け地図の訂正作業を行う業

務でありまして、測量、その他に分筆作業

に伴う委託を計上させております。 

 それから、１６番目の未就学児移動経路

対策事業の内容についてでございますが、

本事業に至る経緯でございますが、令和元

年５月８日に発生した大津市の事故後、５

月１４日付で近畿地方整備局から、園児等

の移動経路における交通安全の確保につ

いて事務連絡が発出され、６月１８日付で、

内閣府、文部科学省、厚生労働省より、未

就学児が日常的に集団で移動する経路の

緊急安全点検要領が幼稚園、保育園、認定

こども園などの施設管理者に対しまして、

緊急安全点検の上、その対策を検討するよ

う発出されておりました。 

 以上のことから、本市が管理する道路に

ついて、道路管理者、施設管理者並びに摂

津警察と合同点検を８月に実施し、この合

同点検を踏まえ、対策必要箇所の抽出と対

策案を９月に検討を行いまして、実施する

対策を１０月に取りまとめ、国へ報告した

次第でございます。 

 また、対策メニューとしましては、局所

的な対策として、安全・安心な歩行空間を

確保するための車止めの設置や路側帯の

カラー舗装化、また、一定の区間に対する

面的な対策として、車両の抑制、速度抑制

を目的としたハンプの設置、抜本的な対策

として、歩道の改良、拡幅等がございます。

これらの緊急点検を踏まえて、令和元年度

では、路面標示を鳥飼西１９号線で既に設

置したところであり、この令和元年度の決

算書に載っている繰越しの内容につきま

しては、市内点検で対策を確定した５か所

につきまして計画をしており、その全てを

未執行繰り越しとして、翌年度に送ってい

る次第でございます。 

 その内容としましては、未就学児が淀川

河川敷公園に向かう経路となる淀川堤防

沿いの市道南別府鳥飼上線のハンプの設

置や、ふるさと公園へ向かう経路である市

道の鳥飼本町５２号線の歩行空間の拡幅
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といったものがございます。それ以外にも

含めまして、今後、令和３年度までに残り

６か所も含め、全て完成させていく予定と

なっております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 井上課長。 

○井上道路管理課長 それでは、松本委員

の１７番目のご質問の狭隘道路の現状に

ついてお答えいたします。 

 現在、狭隘道路整備事業では、建築確認

申請の際に後退部の道路整備の内容、後退

部を市に寄附、もしくは使用契約等で市に

移管するかどうかなどの内容を事前に協

議いたしまして、このうち、個人居宅の建

築行為で市にその後退部が移管されるも

のについて、工事完了後に市が検査を行い

まして、合格したものは申請を受け付け、

後退整備費用を助成金としてお支払いし

ているものでございます。 

 令和元年度の助成件数は７件でござい

ますが、その内訳といたしましては、令和

元年度に事前協議を行ったものが１件、残

り６件については、平成３０年度以前に事

前協議を行ったものでございます。 

 なお、令和元年度の事前協議の件数は５

９件で、このうち助成対象が１１件ですが、

これ以外のものにつきましては、営利を目

的とする建物であったり、個人居宅の建築

行為であっても、敷地計画の都合上、後退

部分を市に移管せず自主管理するという

ことで助成対象外となっておるもので、協

議のありました全ての案件について、規定

の道路後退はなされております。 

○野口博委員長 寺田課長。 

○寺田建築課長 それでは、松本委員の１

８番目の多世代同居・近居支援補助金に関

する質問に答弁いたします。 

 まず、親から子・孫の３世代にわたり、

市内で新たに同居または近居することに

よりまして、日常生活の様々な面で支え合

い、安心して暮らせるまちづくりを目指す

三世代ファミリー住まいるサポート制度

として、令和元年７月に同補助金の受け付

けをスタートしたところでございます。 

 本制度は、新たな同居や近居のための住

宅の取得、リフォームや転居の費用の一部

に補助するものでございまして、令和元年

度、問合せの件数は５０件を超えてきてお

りますが、申請交付件数につきましては、

住宅取得補助３件、住宅リフォーム補助１

件、転居補助５件の計９件にとどまってお

ります。ただ、令和２年度に入りまして、

この１０月末まででございますが、相談、

問合せ等は８７件を超えてきております。

申請受付件数は、それに伴いまして、住宅

取得補助については１３件、リフォーム補

助については３件、転居補助については１

０件が交付見込みの状況に至っておると

ころでございます。 

 続きまして、１９番目、震災対策推進事

業の三つの補助金と状況ということでの

お問いでございます。こちらのほうにお答

えいたします。 

 まず、摂津市既存民間建築物耐震診断補

助金の状況でございますが、こちらのほう

につきましては、昭和５６年５月３１日以

前の旧耐震基準で建築された住宅に対す

る耐震診断をしていただくために、その費

用の一部を補助する内容でございます。令

和元年度につきましては、木造住宅１６件

に対しまして、補助を交付いたしておりま

す。 

 続きまして、耐震改修補助金でございま

すが、こちらのほうにつきましては、その

耐震診断を受けられて、耐震性に不足があ

るということの判断が一定出た内容につ
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きまして、設計工事、合わせて８０万円を

上限に補助をさせていただいております。

ただ、所得要件によりましては、上限１０

０万円まで補助をさせていただいており

ます。 

 それと、建物をそのまま耐震補強するん

ではなしに、建て替えを選択される方もい

らっしゃいますので、その除却の補助につ

きましては、上限４０万円という形で補助

をさせていただいている制度でございま

す。令和元年度の交付件数につきましては、

合わせて２０件ということで、そのうち、

除却の交付については１４件という状況

になっております。 

 続きまして、ブロック塀の撤去補助金で

ございますが、こちらのほうにつきまして

は、２年前、平成３０年６月大阪北部地震

で、高槻市内の小学校でブロック塀の倒壊

による痛ましい事故を受けまして、本市の

ほうでブロック塀の撤去に要する費用の

一部を補助するということで、同年８月か

ら受付をスタートさせていただいた制度

でございます。 

 内容といたしましては、私道を除く公道

や公園に面して設置されている高さ８０

センチ以上のコンクリートブロックの塀

などを対象といたしまして、補助金額は、

最大２０万円を限度に交付をさせていた

だいておる状況でございます。令和元年度

の実績といたしましては、１４件交付をさ

せていただいておるところでございます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 宮城課長。 

○宮城水みどり課長 それでは、松本委員

の２０番目のご質問、ちびっこ広場の維持

管理についてお答えいたします。 

 市内には、ちびっこ広場が９７か所あり、

そのうち８７か所のちびっこ広場におい

て、自治会など６２団体で、摂津市ちびっ

こ広場管理補助金交付要綱に基づき、維持

管理を行っていただいております。残りの

１０か所につきましては、市で維持管理を

行っております。 

 維持管理の内容としましては、同要綱に

書いてあります広場の清掃や除草、その他

環境整備の作業となっており、作業の回数

は各団体で決めていただいております。 

 補助金につきましては、補助金の申請が

あった団体に対し、交付基準により算出し

た金額を補助しております。 

 続きまして、２１番目、令和元年度の点

検結果による遊具の補修状況について、お

答えいたします。 

 先ほど、塚本委員と答弁の内容とかぶる

ところがあるかと思いますが、まず遊具の

補修に際しましては、令和元年度の時点で、

遊具６３５基を国の指針、都市公園におけ

る遊具の安全確保に関する指針に基づき、

専門家と一緒に年に一度総点検を実施し

ております。この点検結果でＡからＤまで

判定基準を４段階設けており、その中で、

Ｄ判定につきましては、即使用停止、Ｃ判

定につきましては、遊具の取り替え時期が

来ているということから、遊具の修繕のほ

うを検討しております。令和元年度におき

ましては、Ｄ判定の遊具は２か所、Ｃ判定

につきましては１９９か所ございました。

そのうちＤ判定につきましては、即時使用

停止し、撤去または修繕を行っております。

Ｃ判定につきましては、１９９か所のうち

２２か所、これは専門家と協議、現地等を

立会いしながら、２２か所の修繕を行った

ものであります。 

 以上です。 

○野口博委員長 松田参事。 

○松田消防本部参事 それでは、質問番号
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２２番の千里丘出張所耐震改修工事の内

容についてお答えいたします。 

 令和元年度で耐震改修、外装改修と併せ

まして、大阪北部地震により被害を受けま

したブロック塀、フェンスの修復、老朽化

した屋外らせん階段の撤去、車庫シャッタ

ーの設置及び施設の内部の改修を行った

ものでございます。 

 千里丘出張所は、昭和５０年竣工の建物

でございまして、四十数年以上が経過して

おります。かなり老朽化が進んでおりまし

たので、特に水回りや配管、照明器具、仮

眠室等、各所において改修を行いました。 

 消防庁舎は、消防職員の職場でもあり、

一方では、２４時間３６５日寝泊まりし、

生活する施設でもありますことから、安全

衛生上、職場環境の向上は大変重要である

と考えております。特に、環境の向上が図

られた箇所は、老朽化した照明機器の更新

と仮眠室の半個室化でございます。 

 照明器具は老朽化が進みまして、室内の

照度が低く感じられ、職員の目や体調に支

障を来すおそれもございました。仮眠室の

半個室化につきましては、勤務する職員か

らも非常に高い評価を得ております。 

 また、個室化することにより、インフル

エンザ等の感染症対策におきましても、感

染拡大防止に大きな効果があると考えて

おります。今後におきましても、摂津市北

部の重要な防災拠点として適切な維持管

理に努めてまいりたいと考えております。 

 続きまして、質問番号２３番の消防団の

現状、人員についての質問にお答えいたし

ます。 

 消防団は、地域防災の中核として、地域

住民の生命、身体、財産を守る上で重要な

役割を果たしていただいており、地域防災

力として大きな力を発揮していただいて

おります。 

 平成３１年４月現在での消防団員の数

でございますけれども、４０４名、その内

訳は、基本団員が３４５名、機能別分団員

が５９名となっておりました。平成３１年

３月末の退職者が１３名ございましたが、

同年４月には６名の新入団員が入り、令和

２年４月１日には１３名の基本団員が新

たに入団いただきました。現段階で、基本

団員が３３３名、機能別分団員が６０名で、

合計３９３名となっております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 木下課長。 

○木下警備課長 それでは、質問番号２４

番、消防本部警備課所管でございます災害

応援等活動事業、令和元年度におけるもの

についてお答えいたします。 

 災害応援等活動事業費の内容につきま

しては、通常年度は、緊急消防援助隊活動

時に必要となる物品等を予算計上させて

いただきまして、支出するものでございま

す。令和元年度では、緊急消防援助隊の出

動はございませんでしたが、Ｇ２０大阪サ

ミットが開催されるに当たり、応援派遣隊

が消防特別警戒活動時に必要となる経費

を予算計上いたしまして、その支出を行っ

たものでございます。 

 Ｇ２０大阪サミットは、ご承知のとおり、

各国の首脳や国際機関のトップをはじめ、

政府関係機関等が大阪に一堂に会して行

う国際会議でございまして、この会議を万

全に対応するに当たり、本市消防本部から

も必要な部隊を応援派遣することとされ

たものでございます。 

 なお、派遣を要する期間は、消防特別警

戒期間でございまして、開催日の令和元年

６月２８日、６月２９日を含みます６月２

４日から６月３０日までの約１週間でご



- 36 - 

 

ざいました。本市からは、火災等災害発生

時に対応を行う消防隊を指定の進駐場所

でございました豊中市消防局、豊中南消防

署へ１隊４名として、警戒期間中に述べ７

隊、２８名と未然に災害を厳守するための

予防要員１名を大阪市へ派遣したもので

ございます。 

 本市の応援派遣を含め、万全の消防警戒

体制が功を奏しまして、結果といたしまし

て、Ｇ２０大阪サミットは大きな災害は発

生させず、無事に任務を遂行完了したもの

でございます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 納家課長。 

○納家予防課長 質問番号２５番、違反対

象物公表制度の状況についてお答えいた

します。 

 違反対象物公表制度は、火災予防条例の

一部改正によりまして、平成３１年４月１

日から制度が始まりました。状況として、

令和元年内におきましては、公表の対象と

なる建物５件を消防本部のホームページ

に掲載し、公表しました。そのうち３件は

違反是正がなされ、掲載から削除しました。

残り２件は、令和２年度に入り、１件が違

反是正され、残りの１件も違反是正の改善

準備が進んでいる状況でございます。 

 以上です。 

○野口博委員長 大坪参事。 

○大坪警防第１課参事 それでは、質問番

号２６番についてご答弁申し上げます。 

 事務報告書に記載しておりますとおり、

令和元年度の救急出動件数は４，９７６件

で、１日当たりの出動件数は１３．６件と

なっております。 

 また、搬送人員は４，５１６人で、１日

当たりの搬送人員は１２．３人となってお

ります。平成３０年度の救急出動件数５，

１６０件と比較しますと、１８４件の減少

となりました。 

 また、事故種別で見ますと、急病が３，

１７６件、一般負傷が７５３件、交通事故

が４５１件の順であり、一般負傷を除く急

病及び交通事故の件数は、新型コロナウイ

ルス感染症拡大により市民等が外出の自

粛や自宅待機されたことにより、若干では

ございますが、救急件数が減少したものと

分析しております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 それでは、引き続きまし

て、２回目の質問、もしくは要望とさせて

いただきます。 

 まず１番目、財政課についてのところで、

市税の増加というところが非常によかっ

たのかなと思います。そういったところで、

また１月以降、新型コロナウイルス感染症

対策が出てきておりました。これは確認上

ですけれども、改めて、この決算を踏まえ

て、またコロナ禍を踏まえて、今後の財政

の組み立て方というのはどのようにお考

えなのか、ちょっとこの概要についてお聞

かせいただければと思います。 

 続きまして、２番目、システム構築委託

料について、特に災害対応に備えたものと

いうところで理解をいたしました。このシ

ステム構築委託料は、平成３０年度も私は

質問をしておりまして、そのときは、新規

構築や再構築の対応というところを言っ

ております。このようなシステム構築委託

については、毎年それぞれいろんなところ

で出てくると思うんですけれども、ちょっ

とそこについて、概要で結構ですけれども、

このシステム構築の目指すところという

のは、ちょっと何なのかというところ、市

民サービスの向上に向けて、例えば５年後
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どういう形をイメージされているのか、Ａ

Ｉを活用して、業務を徹底的に自動化して

やっていくのか、その方向性をもしお答え

できる範囲で教えていただければなと思

います。情報政策課として、どのようにシ

ステム構築をあるべき姿といいますか、イ

メージされているのかお答えください。 

 続きまして、３番目、工業統計調査等、

五つの調査をされるということを理解い

たしました。その中で確認ですけれども、

この調査結果をどのように活用されてい

るのか、どのように把握されているのか、

当然この調査というものは、基礎資料とな

って様々に活用されるというところでご

ざいます。重要な施策と思うんですけれど

も、繰り返しですけども、これは確認の上

で、どのように活用されているのか、概要

だけでも結構ですので、お聞かせいただけ

ればなと思います。 

 続きまして、４番目、納税通知書等の委

託料について、委託料の概要については理

解をいたしました。このところ実は、市府

民税の特別徴収事務書類で市民の方から

Ａ３サイズでちょっと郵便ポストに入ら

ないと。雨にぬれる可能性があって、Ａ４

サイズに変更できないかというような話

を受けております。これについては、お伝

えさせていただきまして、現時点では難し

いということをいろいろと対応、検討いた

だくことは大変ありがたいことだと思い

ます。その点、１点だけ、Ａ４サイズへの

変更に向けた課題というものはどのよう

なものか確認をさせていただければと思

います。 

 続きまして、５番目、ＥＳＣＯサービス

料につきまして、ＥＳＣＯ事業のこれまで

の、これも毎回いろんなところで質問させ

ていただきました。そして、省エネ効果と

して、しっかりと効果、評価されていると

いうところで理解をいたしました。この点

については評価をいたします。この５番目

の質問については以上です。 

 続きまして、６番目、庁舎西別館解体等

工事の跡地の利用について、現状として、

具体的なところは決まっていないという

ところについて理解をいたしました。その

上で、暫定的な利用というところですけれ

ども、市民団体のイベントとか、あるいは

移動販売車のマルシェとか、そういった一

時的な場所提供などの有効活用という点

について、改めてどのようにお考えなのか

お聞かせください。 

 続きまして、７番目、ＦＭ推進事業につ

いて、こちら今年度の成果というところを

理解いたしました。これは確認の上ですけ

ども、令和２年度から資産活用課として大

きく組織が強化されたというところで、こ

のＦＭの成果をどのように普及させてい

くつもりか、その考え方についてお聞かせ

いただければなと思います。 

 続きまして、８番目、防犯カメラのとこ

ろですけど、その効果については１９３件、

警察等と連携をされ、一定の成果というこ

とで、事件の抑制にはつながっているとい

うところを理解いたしました。先ほど塚本

委員もおっしゃられたように、今後防犯カ

メラをふやすかふやさないかというとこ

ろで、現状の数等で交換していくというと

ころですけれども、この際に警察と連携し

て、例えば犯罪抑制、あるいは犯罪が比較

的多発する地域などに移動するとか、そう

いったことは検討されるのか、その１点に

ついて確認をさせていただければと思い

ます。 

 続きまして、９番目、防災演習事業につ

いて、こちらで令和元年度千里丘公民館、
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そして青少年運動広場でオーロラビジョ

ン等のテレビ中継をするというところを

されたというところは理解をいたしまし

た。 

 この防災演習事業については、今年度に

ついては中止というところで、その理由は、

新型コロナウイルス感染症も踏まえると

ともに、より実践的な訓練が必要だという

ところで、再検討されるというところで認

識をしております。 

 そこで改めて、大阪北部地震の教訓から

災害対策本部の運営などの指揮の点で、訓

練の必要性が強く認識をされております。

平成３０年度、そして令和元年度は実施さ

れましたけども、改めて令和元年度はシミ

ュレーション訓練などを実施されたのか

どうなのか、その点お聞かせいただければ

と思います。 

 続きまして、１０番目、耐風対策調査委

託料について、こちらにつきまして、見識

者からしっかりと検討していただいて、地

域防災計画のほうにも反映するというと

ころで、市民にも復旧するというところで

理解をいたしました。しっかりとやってい

ただければと思います。評価をいたします。

１０番目については以上です。 

 続きまして、１１番目、防災士取得費用

助成金について、３万円の補助が３名、４，

０００円の補助が２名というところで理

解をいたしました。この防災士というもの

は、そもそも本市独自の地域防災リーダー

で、防災サポーターにつながるものという

ところですけども、防災サポーターの状況

についてはどうだったのかお聞かせくだ

さい。 

 続きまして、１２番目、公共施設巡回バ

ス運行事業について、乗車率が約２５％と

いうところは理解をいたしました。この数

字というのが費用対効果として本当に適

切なのかというところは、やはり検討する

必要があるかなと考えております。また改

めて、今年１月以降がコロナ禍ということ

で減っているかなと思うんですけれども、

これは確認の上で、今年１月以降、コロナ

禍での状況について、２年目の実績も含め

て、ちょっと乗車率の傾向というのをお答

えできる範囲でお願いしたいと思います。 

 続きまして、１３番目、公共交通整備事

業については、アンケート調査をこれから

されるということで理解をいたしました。

この１３番目は結構です。 

 続きまして、１４番目、防犯カメラの目

的について理解をいたしました。今年度、

警察等と連携されたのかというところは

一つちょっとお聞かせいただければなと

思います。 

 そして１５番目、正雀南千里丘線外２路

線の件ですけども、これも定期的に質問さ

せていただいて、正雀地域の道路拡幅で利

便性と安全性を向上させるための取り組

みというところで理解をしております。し

っかりと引き続き進めていただければと

思います。１５番目についても以上です。 

 そして１６番目、未就学児移動経路対策

事業について、こちらについては、令和２

年度のほうでしっかりと淀川堤防沿いで

すか、ハンプとか、あるいはふるさと公園

の歩道拡幅等にしっかりと使われるとい

うところで理解をいたしました。この点は、

要望とさせていただきます。 

 交通安全対策は、未就学児の移動経路も、

そしてまた一般の市民の方々の要望も非

常に多いものでございます。ぜひ地域の要

望等もしっかりと踏まえて、ハンプ、ある

いはカラー舗装化など交通安全対策をし

っかりとしていただけるように要望いた
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します。１６番目は以上です。 

 続きまして、１７番目、狭隘道路整備事

業についてというところで、６件実施、そ

して５９件の申請があったというところ

で、それなりに申請というのが多かったの

かなと思います。まさに狭隘道路の整備と

いうのは、交通環境整備には非常に重要に

なるものと理解をしておりますけども、今

後の展開については、この成果を踏まえて

どのようにお考えなのか、お聞かせくださ

い。 

 続きまして、１８番目、多世代同居・近

居支援事業について、令和元年度の実績に

ついては理解をいたしました。９件という

ところですけども、しかしながら、令和２

年度については問合せが８７件来ている

と。なかなかふえているのかなというとこ

ろを思います。 

 ちょっとそこで確認の上なんですけど

も、この支援事業の中の傾向、同居・近居

が多いのか、あるいは、その際に子どもが

市外から転居されるのか、あるいは親が市

外から転居されるのか、どういう傾向があ

るのかなと、ちょっと確認の上でお聞かせ

ください。 

 続きまして、１９番目、震災対策推進事

業について、こちらの成果というのは、非

常にあるのかなと思っております。狭隘道

路の解消にもつながったり、まさに、先ほ

どの児童の通学路ですか、そういったとこ

ろのブロック塀の倒壊の危険性が解消さ

れたりとか、安全・安心のまちづくりにつ

ながるものと、これについては理解をして

おります。この三つの補助金について、改

めて実績を踏まえて、今後の方向性という

のはどのように考えているのか、その１点

をお聞かせください。 

 続きまして、２０番目、公園維持管理事

業について、こちら、ちびっこ広場等の管

理の現状については理解をいたしました。

こちら、ちびっこ広場の清掃では、私のと

ころにもやっぱり自治会から最近やはり

高齢化の観点から、清掃がしづらいので、

もう市のほうに返納しようかなとか、そう

いった相談がございます。その中で、ちび

っこ広場、私以外もそういった相談等があ

るのか、そのちびっこ広場の自治会との関

係について、どういう傾向があるのか、把

握されている点をお聞かせいただければ

なと思います。 

 続きまして、２１番目の公園遊具補修事

業について、現状については理解をいたし

ました。こちら、市民から勧めていただい

たバケット型ブランコといいまして、幼児

と親子向けの遊具があるんですけども、こ

ちら今年７月にお伝えさせていただきま

して、７月に市場池公園に設置いただきま

した。ありがとうございます。私もちょっ

と使用状況を少し見させていただくと、非

常に楽しそうに使われているなというと

ころを確認しております。幼児と親子向け

の公園など、そういったところ、今後その

ような補修に当たって、より良い工夫を一

層検討すべきと思うんですけども、その点

どのようにお考えなのかなとお聞かせい

ただければと思います。 

 続きまして、２２番目、千里丘出張所耐

震改修工事について、工事の内容について

は理解をいたしました。拠点としての環境

を整えられたと評価をいたします。本市の

北部拠点として、救急車１台をさらに配備

されていると思うんですけども、その運用

状況と効果というものはどのように把握

されているのか、お聞かせいただければと

思います。 

 続きまして、２３番目の令和元年度の消
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防団の現状については理解をいたしまし

た。その中でも新入団員が６名というとこ

ろですけれども、我々、自民党・市民の会

も消防団の能力向上のために活動マニュ

アルの作成を要望いたしまして、これをし

っかりと作っていただきました。入団時に

共有を図る必要性があると思いますけれ

ども、そういった活動マニュアル等を周知

しているのか、どのように共有されている

のか、その点お聞かせいただければと思い

ます。 

 続きまして、２４番目、災害応援等活動

事業について、こちらＧ２０大阪サミット

に出動されて、事故なく無事に成功するこ

とに寄与されたというところで理解をい

たしました。高く評価をいたします。 

 その点、お聞かせいただきたいのは、こ

のような事業というのは、そもそもどのよ

うなところから指示が来るのかというの

を、確認の上で教えていただきたいなと。

そしてまた、今後、国家事業等の例えば、

イメージとしては２０２５年の大阪・関西

万博とかあるんですけど、こういった派遣

というのは予想されているのか、現状の点

で、ちょっと確認の上でお聞かせいただけ

ればなと思います。 

 続きまして、２５番目、防火対象物査察

件数についてというところで、改善の効果

に寄与されているところは理解をいたし

ました。この点は評価をいたします。２５

番目は以上です。引き続き、しっかりと安

全・安心なまちづくりに査察件数をしっか

りと査察というものを効果的にされるよ

う要望いたします。 

 最後に、２６番目、救急活動事業につい

て、こちらですけれども、令和元年度の救

急状況については理解をいたしました。平

成３０年度よりも減少しているというと

ころも理解しました。 

 この救急活動事業については、特に今吹

田市とやっている指令センターでの広域

連携の主たる事業かなと思いますけども、

改めて、指令センターでの救急などの広域

連携との効果についてどのように考えて

いるのか、どのようなものか教えていただ

ければと思います。 

 以上です。 

○野口博委員長 森川課長。 

○森川財政課長 質問番号１番、決算を踏

まえての今後の考え方についてでござい

ますけれども、１回目にもご答弁いたしま

したように、令和元年度につきましては、

市税収入の増加でありますとか支出経費

の削減もありましたことから、令和元年度

の単年度だけを見ますと、比較的健全な財

政運営ができていたのではないかと捉え

ております。 

 しかしながら、今後におきましては、新

型コロナウイルス感染症に関する影響と

いたしまして、市税の大幅な減収、これは

避けられないものと考えております。財政

面におきましては、非常に厳しい状況が当

面続くと考えております。基金を活用しな

がらの財政運営が必要となってくるもの

と考えておりますし、そのほかにも、歳入

におきましては、市債の発行など積極的な

財源の確保、歳出におきましては、さらな

る業務効率化の徹底をより一層進めるこ

とが必要と考えております。 

○野口博委員長 槙納参事。 

○槙納総務部参事 それでは、質問番号２

番、システム構築委託料におきまして、５

年後のイメージ、あるべき姿等についての

ご質問にお答えさせていただきます。 

 まず、目指すところといたしましては、

やはり市民サービスの向上、そしてもう一
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つは、職員の業務負担軽減でございます。

今回、本市の基幹システムのクラウド化は、

本市のシステムのみをクラウドにいたし

ました単独クラウドというものになりま

す。国におきましては、複数の自治体にお

いて共同で利用する自治体クラウド化を

進めております。本市におきましては、先

ほどご答弁させていただきましたように、

相当のカスタマイズを行っております。ま

ずは、これを取り除いて、標準化システム

にするということが必要となってまいり

ます。５年後におきましては、その標準化

に向けまして、本年度本格導入させていた

だきましたＲＰＡ等を活用しつつ、進めて

まいりたいと考えております。 

 また、国におきましては、先だって本会

議でもご質問がございましたが、新政権の

下、デジタル庁が新設されまして、市役所

に足を運ばなくてもあらゆる手続ができ

る社会に向けての取り組みを進めており

ます。２０２５年度までに標準システムの

導入を目指しており、地方公共団体の情報

システムの標準化に向けて、まず住民記録

システムにつきまして、標準仕様書が取り

まとめられたところでございます。本市に

おきましても、こういった国の動きを注視

しつつ、適切に対応してまいりたいと考え

ております。 

○野口博委員長 中尾参事。 

○中尾総務課参事 質問番号３番、統計に

関します２回目のご質問にお答えをいた

します。 

 基幹統計調査の結果につきましては、各

数値を集計されまして、市町村別に実態と

してまとめ公開され、各種行政施策の立案

や計画などの基礎資料として広く利活用

されております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 妹尾課長。 

○妹尾総務部市民税課長 それでは、質問

番号４番、市民税課に係ります２回目の質

問にお答えいたします。 

 特別徴収義務者宛封筒のサイズが大き

いということで、Ａ４サイズへの変更につ

いての課題というお問いでございました。

現状、特別徴収義務者の方にお送りする通

知書と納付書につきましては、サイズが大

きいということで、これを折らずに送付す

るために大きな封筒という形になってご

ざいます。これをＡ４サイズの封筒に入れ

るということになりますと、この通知書と

納付書を二つ折りにした形で送付をしな

いといけないことになりますので、封入封

緘作業の日数と、また費用面が増加すると

いう課題がございます。 

 また、それでは通知書のサイズ、納付書

のサイズを変えるということにつきまし

ては、システムの改修を行わなければなら

ないということが出てまいりますので、そ

うなりますと、システム改修の費用がかか

ってくるということになってまいります。

ただ現在、行政のデジタル化ということで、

今後税に関しましても、標準化システムの

導入ということが国から検討されている

状況ですので、その状況を見極めながら、

帳票のサイズ感でありますとか、もしくは

サイズが変わらないといたしましても、お

送りする封筒の縮小化ということで、特別

徴収義務者の方へのご不便をかけないよ

うな方向で何かできないかということの

検討は進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 池上参事。 

○池上総務部参事 西別館跡地の件につ

いてですけれども、西別館跡地につきまし
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ては、最終的というか、この本庁舎の更新

のときに、一体利用というようなことも考

えております。ただ、この本庁舎につきま

しては、ＥＳＣＯ事業の関係等もございま

して、ＥＳＣＯ事業の実施から１５年はこ

の状態を維持していくということになり

ますので、すぐに大規模な改修をできる状

態ではございません。その間、遊ばせてお

くよりも、何か利用、活用できないかとい

うことでいろいろと探っていて、どこかの

事業所の誘致等々考えておった次第です

けれども、なかなか応募に至らなかったと

いうのが現状でございます。 

 先ほどおっしゃっておられました市民

団体ですね、マルシェでありますとか、市

民団体のフリーマーケットでありますと

か、小規模なイベント等々一時利用的なも

のについても、今後そのものも考えていか

なければならないなというふうには、こち

ら思っておりますので、その分につきまし

ては、引き続き検討していきたいと思って

おります。ただ、今のコロナ禍ということ

で、あまり人が集まるイベントがどうなの

かということもありますので、その辺も時

期的なものを見ながら、有効な活用方法に

ついては、引き続き考えていきたいと思っ

ております。 

 それと、ＦＭの件ですけれども、この成

果をどう生かしていくのかということで

ございますけれども、このＦＭ、公共施設

等総合管理計画につきましては、３０年間

の長期にわたる計画でございます。しっか

り基礎を固めること、また担当者が替わっ

ても継続して取り組めるようにしていか

なければならないということで、今まで基

礎固めを中心に取り組んできたところで

ございます。 

 それから、今所管ごとに管理していた施

設に関する情報やデータを全て一元管理

し、積み上げることによりまして、今後の

施設の維持補修、また再編の検討、施設の

再配置、あと経費の縮減、平準化等々、計

画の推進に今までの成果を活用していき

たいと考えております。また、資産活用課

ということで、それのデータを基に、やは

りいろんな方面というか、持っている資産

を有効に活用できるようにしていきたい

と思っております。 

○野口博委員長 川西課長。 

○川西防災危機管理課長 では、質問番号

８番でございます。防犯カメラの件です。

防犯カメラが何か所かあるうち、危険性が

低い、犯罪発生率が低いところから高いと

ころに移設してはどうかというお問いだ

ったと思うんですけれども、いろいろ警察

からの照会を見ていましたら、照会される

カメラというのは、ばらけておりまして、

ここの防犯カメラが使われていない、情報

提供がなされていないという防犯カメラ

は見当たらないかなと考えております。ま

た一方、警察サイドのほうからは、何とか

防犯カメラをもっと増設してほしい、もっ

とつけるべきだという意見書もちょうだ

いしております。 

 そのような中、これは予算が算絡むこと

ですので、もっと防犯カメラをつけられれ

ば、それが一番いい話なのかもしれません

けれども、なかなか財源が厳しいおり、警

察とも相談させていただいて、効率的にど

う配置すればいいかというところは、もう

一度警察と協議進めてまいりたいと考え

ております。 

 続きまして、９番でございます。 

 訓練に関しまして、一昨年は災害対策本

部のメンバー、市長、副市長、教育長、そ

れから全部長級で集まりまして、災害対策
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本部の運営シミュレーション訓練、これを

開催いたしました。ただ、昨年度はこのよ

うな訓練は実施しておりません。昨年度、

ちょうど秋から冬にかけましては、地域防

災計画の改訂作業、これを本部員の皆さん

に進めていただいておりまして、実際、部

をまたがる話でありましたり、各班との調

整ということで、こういう災害が発生した

場合は、この班がこう動く、こういう仕事

の分担になる、この辺りを去年の秋から冬

にかけてちょうど災害対策本部の委員で

ある三役と部長級の皆さんにいろいろ検

討していただいた経緯がございます。 

 したがいまして、訓練には至っておりま

せんけれども、同じように庁内の災害対策

対応力、これを向上させるような形で内部

検討が進められたと考えております。 

 続きまして、質問番号１１番でございま

す。 

 防災サポーター制度、去年１年間の動き

はということなんですけれども、この防災

サポーター制度、去年から始まりました制

度で、市民の応募を募りまして、摂津市オ

リジナルの養成講座を受講いただいた後、

防災サポーターとしてご登録いただくと

いう制度でございます。 

 また、防災士の資格取得の補助金を受け

取られた方にも、必ず防災サポーターには

登録してくださいよとお願いをしており

ます。その結果、昨年度３０名の方に防災

サポーターとしてご登録をいただきまし

た。主な活動といたしましては、去年の秋

に行いました京都大学の丸山先生による

風害対策講座に参加いただいたり、また秋

から冬にかけまして、各地域が行っておら

れます自主防災訓練、この辺りにも積極的

に防災サポーターの方、参加いただいてお

ります。 

 また、サポーターの皆さんが独自にそれ

ぞれみんな集まって、社会見学に行こうと

か、勉強会をしようとか、そういう動きも

見られてまいりました。こういう形で去年

１年間サポーターの皆さん取り組んでい

ただいております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 永田参事。 

○永田建設部参事 それでは、公共施設巡

回バスの１月以降の状況及び２年目の実

績を含めた傾向について、ご答弁させてい

ただきます。 

 まず、２台運行開始後の１年間は順調に

利用者が増加しておりまして、また新たに

鳥飼野々２丁目団地直近にある第２２集

会所にバス停を設け、公共交通として市民

の足を確保し、その役割は一定果たせてい

るものと考えております。 

 しかし、今年になってコロナ禍の影響に

よりまして、利用者の状況が１月からやは

り影響が出ておりまして、２月では、前年

比と同じ数字なんですが、翌３月になりま

すと、前年比８７％、それ以降も前年比６

６％だとか５８％だとか、６割近くの利用

者となり、減少しているような状況でござ

います。また、緊急事態宣言解除後は、元

に戻りつつあるような状況となっており

ます。 

 続きまして、防犯カメラの警察との連携

についてのご質問でございますが、まず施

設場内において、これまでにモノレールの

南摂津自動車駐車場の敷地の中で、痴漢行

為があったような事件がありまして、それ

に防犯カメラの映像を警察へ提供して協

力捜査をさせていただいたり、また今度は

フォルテ摂津自動車駐車場では、当該施設

が一部壊された件がありまして、それが防

犯カメラにしっかり映っていて、それは私
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どもの施設になりますので、警察のほうへ

は被害届と防犯カメラの映像を提供し、捜

査のほうに当たっていただいているよう

な状況です。 

 また、駐車場内ではございませんが、近

隣で犯罪が起きた場合は、警察からのデー

タ資料請求があります。その際には、速や

かにデータを提供しているような状況で、

一例として、２年前の年末に起きた大正川

にかかる防領橋付近でのひき逃げ事件が

ありまして、その際には、モノレール摂津

駅の自転車駐車場の映像を提供し、早期発

見につながったという例もございます。こ

のようなことから、安全・安心できる施設

に向けて取り組んでいく所存でございま

す。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 井上課長。 

○井上道路管理課長 それでは、松本委員

の１７番目のご質問であります狭隘道路

の今後の展開についてお答えいたします。 

 委員がご指摘のとおり、狭隘道路は、円

滑な通行に支障を来し、防災リスクを高め、

一定規模の開発行為が制限されることに

より、無秩序な市街地が形成される要因と

なっております。狭隘道路整備事業では、

１回目でも答弁いたしましたように、後退

整備費用の助成をすることで、狭隘な道路

の解消に努めているところでございます。

これまでに助成対象外の建築開発行為も

含めた狭隘道路の協議件数は、この５年間

で２倍以上とふえており、需要の高まりと

ともに、市民への事業の定着も進んできた

ものと考えておりますが、現行制度では、

発生主義的で部分的な対応となり、抜本的

な解決には非常に長い年月を要すること

になります。そのため、この機運を逃さず、

狭隘道路の解消につなげるため、限られた

財源を効果的に活用し、より実効性のある

支援制度を整備する必要があり、現在新た

な制度の検討を行っているところでござ

います。 

 これまでに狭隘道路の実態や旧耐震基

準の建物が多い地区などで需要が見込ま

れる地域を把握しております。また、狭隘

道路の整備促進に関する国の補助事業の

調査も行っております。これらを踏まえま

して、今後、市内で計画されている道路整

備などの事業の波及効果が期待されるエ

リアを選定し、そのエリアの開発行為に対

しての効果的な支援制度の検討を進めて

いるところです。 

 令和３年度からは、新たな制度において、

助成対象や内容を拡充し、重点的に支援す

ることで、安全・安心で良好な住環境の形

成を進めてまいります。 

○野口博委員長 寺田課長。 

○寺田建築課長 それでは、１８番目の多

世代同居・近居支援補助の２回目のご質問

にお答えいたします。 

 申請される方の傾向ということでのお

問いでございます。まだ、令和元年度７月

からのスタートでございますので、交付実

績が現状では少ないため、傾向とまでは言

えないかもしれませんが、この２年の現状

を踏まえますと、新築住宅への入居や住宅

の購入を契機として申請される方、並びに

同居が目的での住宅購入、それと既存住宅

のリフォームを契機に申請される方が見

られる状況でございます。 

 同居の件数でございますが、現在では１

０件というところで、同居でない市内での

近居を選ばれている方が２５件という状

況でございます。 

 転入の世帯の割合ですけれども、子ども

世帯の市外からの転入が２５件という状
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況でございます。親世帯のほうは７件とい

う状況でございます。 

 地域別でいきますと、安威川以北、安威

川以南ということで、１８件と１７件であ

まり変わりはないという状況でございま

す。 

 引き続きまして、１９番目の耐震化の施

策に係ります今後の方向性というお問い

についてお答えいたします。 

 まず、耐震化の促進に当たりましては、

先ほど来申し上げております旧の耐震基

準にお住まいの方にまず気づいていただ

くということが大事なところでございま

す。気づいていただいて、次の行動につな

げていただくということが非常に大事で

ございますので、そこへの必要性の啓発と

いうことが、従前から取り組みは進めはさ

せてはいただいておるんですが、啓発チラ

シの送付は固定資産税課の協力も得まし

て、課税の納付通知に空き家のチラシと併

せて、耐震化の啓発のチラシも入れさ、送

付いただいております。 

 令和元年度につきましては、ＮＰＯ、大

阪府とも連携して、市民フォーラムという

ことで、市役所でこの耐震化の必要性につ

いてお知らせもするとともに、補助制度の

内容、それから民間の建築関係の方、専門

家の方によります実際の具体例ですね。こ

うやれば上手くいきますよというような

取り組みの内容もお知らせをするような

機会を設けて、周知啓発に取り組んでおり

ます。 

 あわせて、市役所であったりだとか、令

和元年度につきましては、万博記念公園で

のロハスフェスタ、こちらのほうで、大阪

府ほか、北摂近隣市と連携いたしまして、

耐震啓発のパネル展示も開催したところ

でございます。 

 令和２年度につきましては、啓発チラシ

の送付は昨年度と同様にさせてはいただ

いておるんですが、市民がお集まりになる

という機会がなかなか難しい状況もござ

いますので、８月には、事前予約制により

ます個別相談会というものを開催いたし、

個別具体的なご相談に乗るような形で機

会を作らせていただいております。 

 また併せまして、先ほど道路管理課の井

上課長からもありましたように、旧の耐震

基準で建てられている昭和５６年以前に

建てられている、そういうところは、もう

築４０年近くの経過年数になってきてお

りますので、やはりそのままお住まいにな

られている方は、ご高齢の方も非常に多い

状況もございます。それと、やはり建て替

えをぼちぼちお考えになっておられると

ころもあるというところがございますの

で、今後は、狭隘道路の整備の事業と連携

もしながら、この事業を進めていけたらな

と考えております。あわせまして、危険な

ブロック塀の解消というところもござい

ますので、大きな耐震化施策の取り組みの

一環として、大阪府など関係機関とともに、

この辺りの周知啓発に取り組んでまいり

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 宮城課長。 

○宮城水みどり課長 それでは、２０番目

のちびっこ広場に関するご質問の２回目

にお答えいたします。 

 ちびっこ広場は、地域に密着した広場で

ありますことから、自治会や子ども会など

地域団体による維持管理が不可欠であり

ますが、課題もございます。自治会の解散

や自治会離れ、自治会への加入率低下によ

る担い手不足、委員よりお示しのありまし

た高齢化問題、こういった問題の話を受け
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ております。 

 平成３０年度ではございますが、この団

体が６４団体ございました。実際に、それ

から高齢化により担い手もいないと、この

広場の清掃作業が難しくなったので市の

ほうにお返ししますと、こういう団体が２

団体ありまして、令和元年度には６２団体

になっております。それによりまして、広

場のほうの団体による管理していただい

ている数も、平成３０年度は８９でありま

したが、二つの広場が減ったことにより、

令和元年度には８７か所になっておりま

す。 

 高齢化の問題につきましては、各自治会

より相談も受けているのは事実ございま

して、そのような相談を受けた際には、す

ぐに返上していただくのではなく、やり方

の工夫だとか、そういったことについてご

相談させていただいております。 

 例えば清掃回数について、これは各団体

で決めていただいておりますので、夏場は

控えていただくとか、あと回数を減らして

いただくなどで工夫はできないか、あとは

広場の清掃箇所をもう少し縮小して、あま

り負担のかからないような工夫はできな

いかというようなことで、実際にそのよう

な変更をしていただいて、引き続き清掃活

動をしていただいている団体も多数ござ

います。これからもそういったご相談を受

けた際には、我々のほうも幾らか知恵を絞

りながら、こういった清掃の維持活動を進

めていただけるようにお願いしてまいり

たいと考えております。 

 続きまして、２１番、幼児向けの遊具に

ついてのお話がございました。遊具につき

ましては、子どもたちが安全に楽しく利用

することができ、保護者の方も安心して子

どもたちを遊ばせることができる遊具の

設置を望む声が多くあることは承知して

おり、遊具の設置時には、未就学児の子ど

もたちを対象とした遊具を優先的に選定

はしております。 

 今年度におきましても、現在、公園は選

定中ではありますが、委員よりお示しのあ

りました市場池公園に設置した、未就学児

用のバケット型ブランコといいますが、そ

ういったブランコを安威川以南の公園で

も設置するよう検討しております。これに

つきましては、先ほどの点検によって遊具

交換のタイミングがありますので、そのと

きに合わせてブランコを変更したいと考

えております。 

 このように、今後も遊具を取り替えるタ

イミング、ここに合わせて子どもたちが遊

びたくなる、より安全に利用していただけ

るような遊具の設置を進めてまいりたい

と考えております。 

 以上です。 

○野口博委員長 大坪参事。 

○大坪警防第１課参事 それでは、質問番

号２２番の２回目のご質問にご答弁申し

上げます。 

 本市の救急体制の強化及び近年増加す

る救急需要に的確に対応するために、令和

元年１１月から、千里丘出張所に救急車を

配備、運用しております。それ以前の千里

丘出張所管内の救急事案ですけれども、本

署から千里丘出張所管内に救急出動して

おりまして、産業道路踏切での交通遮断や

ＪＲ千里丘ガード付近での慢性的な交通

渋滞等のより、現場到着に時間を要してお

りました。 

 そのため、千里丘出張所に救急車を配備

したことにより、１１９番受信後、直近出

動選別され、千里丘出張所管内の救急出動

は、覚知から現場到着時間が約３分、また
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１件当たりの出動救急時間が約６分と大

幅に時間短縮できました。このことは、一

定の配備の効果、実績が得られたものと考

えております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 松田参事。 

○松田消防本部参事 質問番号２３番、２

回目の質問、消防団活動マニュアルの周知

についてお答えいたします。 

 近年発生しております地震、豪雨、台風

など、大規模自然災害への対応及び活動に

ついて課題が見え、平成３１年４月１日付

で各種災害における活動マニュアルを策

定いたしました。同年４月７日の分団長以

上の幹部会議にて、全団員分のマニュアル

を配布しました。また、６月に開催されま

した消防本部・団幹部合同研修会におきま

しても、活動マニュアルの内容について、

分団長以上の幹部の方に説明を行い、また、

ホームページにも掲載し、周知を行ってき

たところでございます。 

 委員がご指摘のとおり、新入団員の皆さ

んへの教養や活動マニュアルの周知も重

要であると考えております。本来であれば、

４月に行われます消防団辞令交付式の後

に、新入団員を対象とした教養の時間にお

きまして活動マニュアルの説明を行い、周

知する予定でございましたけれども、新型

コロナウイルス感染症拡大に伴いまして

延期となってしまいました。 

 新入団員への周知につきましては、１２

月に開催されます分団長以上の幹部会議

と同時進行で、新入団員さんにもお集まり

いただき、教養の時間を設け、そこで活動

マニュアルについて説明を行い、周知した

いと考えております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 木下課長。 

○木下警備課長 それでは、質問番号２４

番、災害応援等活動事業における、松本委

員からの２回目の質問にお答えいたしま

す。 

 Ｇ２０大阪サミット消防特別警戒への

派遣指示というお問いでございましたが、

サミット開催中の災害等発生時の対応を

万全とするため、総務省消防庁及び大阪府

関係消防本部等で構成する、消防救急対策

委員会が立ち上がりまして、そちらから派

遣指示を受けたものでございます。 

 ２０２５年大阪万博への応援派遣とい

うお問いでございましたが、現在のところ、

派遣要請はございません。今後の動きに注

視してまいりたいと考えます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 日野参事。 

○日野警備課参事 質問番号２６番、指令

共同運用における吹田市との救急の連携

体制についてお答えいたします。 

 吹田市・摂津市消防指令センターにおい

て、両市の災害発生状況や消防車両等の出

動状況を一元的に把握しておりますので、

本市において救急事案が多発したときは、

相互応援体制に基づき、通報の受信と同時

に救急車を吹田市から市外応援救急とし

て出動していただいております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 暫時休憩します。 

（午後２時５６分 休憩） 

（午後３時２９分 再開） 

○野口博委員長 再開します。 

 松本委員。 

○松本暁彦委員 それでは、引き続きまし

て３回目の質問、そして、ほぼほぼ要望等

をさせていただきます。 

 まず１回目、コロナ禍を踏まえた今後の

財政の組み立て方等について、改めて副市
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長にご答弁をいただきたいなと思います。 

 ２点目、システム構築委託料について、

国のデータ庁との連携というところもお

っしゃいました。５年後のビジョンという

か、考え方の方向性についても理解いたし

ました。よく分かりました。ぜひしっかり

と先ほどのデータ庁との連携等も踏まえ

て、大きく変わる可能性もございますので、

しっかりと国との状況を見据えて構築し

ていただくよう要望いたします。 

 そして、３番目、基幹統計調査結果の活

用についてというところで、基礎資料とし

ていろいろ使っていただくというところ、

理解いたしました。こういったところを、

非常に地道な作業でありますけれども、重

要なデータ等でございますので、引き続き

しっかりと続けていただくよう要望いた

します。 

 続きまして、４番目、納税通知書等の件

につきまして、課題については理解いたし

ました。今後、システム改修等も含め、Ａ

４サイズの封筒作成に向けて取り組みを

お願いできればと思います。この点も以上

でございます。 

 次、６番目、庁舎西別館解体と跡地の利

用というところで、市民団体とのイベント、

マルシェ等の一時的な場所提供なども考

えていくという回答でございました。ぜひ

確定しない状況であれば、いろんな形で有

効活用を、市民の方にもイベントでも使え

るように、そこは柔軟に対応していただけ

ればなと思います。これについては、要望

とさせていただきます。 

 続きまして、ＦＭ推進事業について、組

織強化され、しっかりとＦＭの成果につい

て普及をしていく取り組みのお考えにつ

いては理解いたしました。これから施設の

老朽化がふえてまいります。そしてまた、

様々なまちづくり等が行われる中、ＦＭデ

ータの基礎資料、あるいは基本的な考え方

というのが非常に重要になってくるかな

と思っておりますので、そこをやはり資産

活用課としてもしっかりと各課等に提言、

そして実行していただくように要望とさ

せていただきます。７番目についても以上

です。 

 続きまして、防犯カメラのところで、警

察からも設置の要望が多々あるところ、理

解いたしました。この件については、私ど

もも警察とお話しする機会がある際には、

やはり防犯カメラの増設要望というのも

聞いております。あるいは、市民の方から、

警察の方が来て、そういった事故検証など

を調べられるんだという話も実際にお聞

きしております。これについては、民間の

防犯カメラ、あるいは、まさに先ほどの公

園、駐車場、そしてこういったところの防

犯カメラなど、多数の防犯カメラはありま

すので、やはりそこは一定場所等も効果的

に、それぞれ今後検討される際には、それ

らも含めて総合的に計画を検討していた

だければなと思います。こちらについても

総合的に取り組まれるよう、各種カメラに

ついての活用等を要望させていただきま

す。８番については以上です。 

 続きまして、９番目、平成元年度災害対

策本部のシミュレーション訓練をしなか

ったというところは、地域防災計画の改訂

に全力を尽くしていたというところで理

解いたしました。結果として地域防災計画

の改訂につながったということで、その点

は評価いたします。 

 しかしながら、令和２年度につきまして

は、ぜひ実施していただきたいなと。大阪

北部地震の反省を生かすためには、災害対

策本部のシミュレーション訓練というの
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は必要でございます。また、これはＢＣＰ

の作成と連動しているものと考えており

ます。組織強化されたことも踏まえ、次の

業務要領についてはしっかりと検討して

いただきたいなと。 

 具体的には、水害だけでなく、まさに南

海トラフ地震など、各種災害というのは全

て可能性があるもので、業務の優先順位、

継続性、そして並行性というものをしっか

りと検討して、進めていかなければならな

いと考えております。その点、これは理事

にお考えをお聞かせいただきたいなと思

います。 

 続きまして、１１番目の防災サポーター

の状況については理解いたしました。令和

２年度は、コロナ禍でなかなか厳しいとい

うところも聞いております。ぜひ防災士取

得費用助成金等も活用して、そして防災サ

ポーターをふやす取り組みをしっかりと

やっていただきたいと思います。 

 やはり防災サポーターというのは、講座

は無料ですけれども、職員の費用とか資料

代などもしっかりと税金がかかっている

ものであります。税金がかかっている以上、

やはり計画的に構築すべきものでござい

ます。各地域全てに防災サポーターを育成

して、そしてそれを避難所運営訓練、ある

いは自主防災組織の活性化等々、それはや

はり公だからこそできるものでございま

すので、しっかりと計画的にしていただけ

ればと思います。これについては要望とさ

せていただきます。 

 続きまして、１２番目、公共施設巡回バ

ス運行事業の２年目の実践についても、コ

ロナ禍の状況というところも一定理解い

たしました。 

 そこで、改めて公共交通の再編について

どのように考えているのかお聞きしたい

と思います。 

 そして１４番目、防犯カメラのところに

つきましては、実績ありというところを理

解いたしました。これについても、先ほど

の防災危機管理課に要望したように、警察

としっかり連携していただきたく、そして

また、安全・安心なまちづくりにしっかり

と活用してもらいたいというところで要

望とさせていただきます。１４番目は以上

です。 

 １７番目の狭隘道路整備事業について、

今後の展開については理解いたしました。

狭隘道路の整備が必要であるというとこ

ろと事業について一定成果があるという

ところを踏まえて、しっかりとエリア選定

など整備促進を図り、狭隘道路の拡幅、そ

して安全・安心のまちづくり、より良い利

便性の向上、そして、まちの価値の向上と

いうところにしっかりと計画的に取り組

んでいただければなと思います。これにつ

いては要望とさせていただきます。 

 続きまして、多世代同居・近居支援事業

について、こちらは、市外からお子さんが

転居されるケースが２５件等々、そしてま

た親御さんも来ていると、一定の効果とい

うのはあるのかなと思います。もちろんこ

れは、アンケートを取って、この制度で一

つきっかけになったのかなというのも分

かれば、さらにいいのかなとは思いました。

問合せもふえているというところで、ぜひ

しっかりと周知方法も強化していただい

て、活用しているのは、やはり鳥飼地域の

人口が減少していることに対して、お子さ

ん、あるいはその親御さんを呼び寄せると

か、そういった取り組みにもつながるのか

なと思っております。こちらについては、

引き続き周知方法をしっかりしていただ

き、継続していただくように要望とさせて
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いただきます。 

 １９番目につきまして、啓発活動、市民

フォーラムやロハスフェスタと、大阪府と

も連携されてケアされたというところで

理解いたしました。これ自体も、私もぜひ

継続していただければなと思っておりま

す。 

 やはりブロック塀のところは、私の地域

でも、つい最近それを撤去して、道路拡幅

につながるとともに、児童の通学路の安全

強化につながったというところも目にし

ております。これが一つそういったところ

のきっかけになるものと考えております。 

 しかしながら、先ほどの狭隘道路の解消

と同じように、事業の連携といいますか、

そういったところもぜひ考えて実行して

いただければなと思います。これについて

も、要望とさせていただきます。 

 続きまして２０番目、公園維持管理事業

について、ちびっこ広場清掃での自治会か

らの相談が多々あるというところも理解

いたしました。やはりこれについてはなか

なか解決策というのが難しいところかな

と、根本的な解決策というのは、自治会の

活性化というところにつながっていくか

なと思いますので、この点の要望について

は、そのような相談があった場合には、引

き続き丁寧な対応と負担軽減策とか、そう

いったところをしっかりと提案していた

だければと思います。これについては、要

望とさせていただきます。以上です。 

 続きまして２１番目、こちらについても、

ぜひ用地と親子向け、特に明和池公園でも

非常に親とお子さんが遊んでいる風景を

目にします。吹田市民の方からも、明和池

公園のちょっと大きな幅広の滑り台が楽

しいという話も聞いております。逆に言っ

たら、公園目当てに人も集まってくるとい

うところは、一つ良い事例だなと思ってお

ります。そういった中でも、ほかの公園に

ついてもいろいろと工夫はできるのかな

と思っておりますので、ぜひその点、そう

いった工夫というものも一つ考えていた

だき、補修事業につなげていただければと

思います。これについても、要望とさせて

いただきます。 

 続きまして２２番目、千里丘出張所耐震

改修工事の件。救急車１台を配備されて、

一定の成果があるというところを理解い

たしました。引き続き本市の北部拠点とし

て、千里丘出張所をしっかりと運用され、

安全・安心のまちづくりにつなげていただ

ければと思います。これについては、以上

です。 

 続きまして２３番目、消防団活動事業に

ついて、活動マニュアル等の周知について

計画されているというところも理解いた

しました。消防団というのは、まさに消防

力の重要な担い手でございます。そして、

そこの能力強化というところは、やはり消

防本部にとっても非常に有意義なもので

あると考えておりますので、ぜひ消防団の

能力向上についても取り組まれるように、

これについては、要望とさせていただきま

す。以上です。 

 続きまして２４番目、災害応援等活動事

業について、総務省、消防庁等から指示が

来て、実施していくというところを理解い

たしました。２０２５年がまだ先というこ

とで、イベントでの派遣はないということ

ですけれども、このように国のイベントで

派遣される事例があるということは理解

いたしました。ぜひそういったところでし

っかりと活躍していただくように、その能

力を高めていただくよう要望といたしま

す。 
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 最後の救急活動事業について、指令セン

ターの広域連携の効果ということで、吹田

市からも応援していただいているという

ところを理解いたしました。 

 火災でもそうですけれども、やはり他市

から、鳥飼地域であれば高槻市から、ある

いは、正雀地域では吹田市からも消防車が

応援に駆けつけていただいております。ま

さに広域化の良い事例かなと考えており

ます。これについては要望といたしますけ

れども、５市の共同運用構想が計画されて

おります。ぜひその広域化を進めていただ

ければなと思います。 

 そして、その指令業務というところです

けれども、あわせて今後、資機材の共同連

携、運用という構想もぜひ進めていただけ

ればなと思っております。やはりそれぞれ

の地域、特色に応じた消防力を充実させ、

それを広域的に連携するということは、非

常に本市にとってはメリットが大きいの

かなと思っております。 

 例えば、水害対応に特に本市は関係する

ので、そこに力を入れる、以前、南野委員

がおっしゃってましたけれども、ドローン

といったところで淀川河川敷での遭難者

等の捜索には活用できると、しかしながら、

そういったものも、例えば箕面市等の遭難

者でも捜索に活用できますけれども、それ

ぞれのところで必要な能力を高めて、それ

をしっかりと各地域の必要に応じて連携

する、広域化のメリットというのは非常に

可能性があるのかなと思っております。そ

の中で、本市にとって最も必要な消防力を

充実させていくというところは、今後必要

になってくる考え方だと思いますので、ぜ

ひその点、消防本部としても今後、そうい

った考えを持っていただき、こういった指

令業務プラスのところをぜひ検討、考えて

いただければなと思います。この点につい

ては要望といたします。 

 以上です。 

○野口博委員長 奥村副市長。 

○奥村副市長 それでは、今後の財政運営

につきまして、少しお時間を頂きましてご

答弁申し上げたいと思います。 

 先ほど財政課長のほうから、令和元年度

の決算について１億９，７８３万円の実質

収支の黒字、それから経常収支比率が、平

成３０年度は１００．７あったものが令和

元年度では９９．１ということで、１．６

ポイント改善されました。このように単年

度は非常にいいんですけれども、長期的に

見た場合にどうなのかということを、やは

り財政運営をするときにはそういう視点

が必要になってこようかというように思

っております。 

 大きな問題といたしましては、少子高齢

化がまず一つ挙げられます。それから公共

施設の老朽化、これも挙げられると思って

おります。 

 少子高齢化なんですけれども、少し長く

なりますが、既に二、三年前ぐらいから人

口減少時代に突入しております。少子高齢

化がなぜ問題なのかということの原点に

戻りますと、それはやはり生産年齢人口の

減少があるということがございます。それ

から、高齢化率の上昇がございます。従属

人口指数というのがありまして、分母が１

５歳から６４歳の人口、分子は１５歳未満、

それから６５歳の人口ということで、いわ

ゆる生産年齢人口がどれだけ養っている

かという指数でございます。これが２０１

５年は６４．５％と計算されておりますが、

２０６５年には９４．５％ということで、

今までは二人を３人が扶養していたのが、

今後は一人が一人を扶養すると、そういう
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ような厳しい時代に入ってまいります。 

 労働人口の減少は、やはり国の生産力を

減少させます。今までデフレ時代が長く続

いておりましたが、大体日本のＧＤＰは５

００兆円強でございます。これは、やはり

低迷していきます。５００兆円を割ってい

くであろうと思っております。つまり、国

全体が耐乏生活に入るということが一つ、

言われております。 

 もちろん総人口が減少しますと、国内市

場が縮小することになり、それから企業の

投資意欲も減退されてまいります。そうい

うような意味から、経済成長が抑制されて

まいります。つまりは、税金が入ってこな

いということになってまいります。 

 それから、このまま放置しますと、急激

にこういう人口問題についてはかじを切

ることはできないだろうと思っています。

そういうことでは、今は何の不都合もない

みたいですけれども、何十年後かには、気

がついたときには非常に困難な状況に陥

っていくということが懸念されます。 

 国のほうでは、合計特殊出生率を非常に

標榜されているんですが、２０３０年には

１．８、２０４０年には２．０７という合

計特殊出生率を表示されておりますが、こ

の達成はまずまず無理であろうと思って

おります。 

 それから、公共施設の老朽化問題でござ

います。 

 今までは公共施設は、人口の増加に伴っ

て、施設ニーズの拡大を背景に次々と建設

が進められてまいりました。新規のニーズ

に対応する新築、あるいは既存施設の建替

えなど、公共施設のストックは数十年来ず

っと増加を続けてまいりました。現在では、

既存建物の単純な建替えということは膨

大な財政負担となってまいります。建て替

える代わりに新たな建物、老朽化対策の立

案が公共経営の大きな課題と言われてお

ります。 

 それと、経営の資源の有効活用というの

がございます。やはり、むら、無理、無駄

というのはなくすということが前提でご

ざいます。要らないものは持たない、それ

から、同時に持つべき経営資源は長期にわ

たって最大限活用する、こういうことが求

められております。従前には、往々にして

単一機能、あるいは単一施設が当然視され

ておりましたけれども、これからは多機能

型施設、あるいは複合化施設がやはり主流

になってこようかと思っております。 

 本市では、建築から多年を経過した施設

が多いという状況でございます。今までは

省エネビルについてはごく少数でもあり

ますし、環境負荷軽減からも省エネルギー

改修、それからユニバーサルデザイン対応、

行政サービスの質の維持・向上、こういう

両立を合わせる必要がございます。 

 いずれにいたしましても、今後、国から

は地方財政対策がどのように実施される

か、まだ未定ではございますけれども、や

はり長期的視点に立った財政運営、それか

ら、先ほど言いました、むら、無理、無駄

をなくすような財政運営、これがさらに厳

しく求められると思っております。 

 いずれにいたしましても、健全財政維持

というのが我々の命題でございますので、

しっかり取り組みたいと思っております。 

○野口博委員長 続きまして、辰巳理事。 

○辰巳総務部理事 まず、訓練とか演習に

つきましては、我々もやはり各団体と連携

していくということも重要でありますし、

実際上の通常災害時の連携体制もしっか

りやっていかないといけませんので、その

辺は地道にしっかりと企画、精査しながら
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連携を図っていく訓練をしていきたいと

思っております。 

 先ほど委員よりご指摘いただきました

ＢＣＰ作成等の、水害だけではなく、災害

各種における業務の優先順位の考え方と

いうものにつきましては、これからになり

ますけれども、今おっしゃっていただいた

業務継続計画、いわゆるＢＣＰというもの

をやはり策定していかないかんと思って

います。 

 実際、災害時に災害対策本部の班体制で

行う、応急対策業務といいます任務につき

ましては、地域防災計画に記載されており

ますけれども、これ自身もやはり各班の任

務というものは記載されているんですけ

れども、どれぐらい人員がかかるのかとか、

実施する時間、期間がどれぐらいかかるの

かとか、そういったこともこれからもう一

度しっかり見直していきませんと、なかな

かＢＣＰといっても通常業務にいつから

入っていけるのかというような問題もご

ざいますので、そこはやはり班体制に切り

替える場合につきましては、まず応急対策

業務を優先しながら、その中でいつの時点

から通常業務に入っていけるのか、そうい

ったことも考えながらＢＣＰというもの

を策定していきたい、検討していきたいと

考えております。 

 ただ、言いましても、やはり大阪北部地

震の経験もありますので、大規模災害、地

震が発生したときには、やはり職員が被災

するということも頭に入れた上でＢＣＰ

というものを作っていかないけませんの

で、そこは地域防災計画の各班の任務に無

理はないのかどうかというところも含め

まして、もう一度見直しながら適正な業務

継続計画を策定していきたいと考えてお

ります。 

○野口博委員長 永田参事。 

○永田建設部参事 それでは、松本委員の

３回目の、公共交通の再編についての考え

について答弁させていただきます。 

 市民の利便性向上に向けた地域公共交

通の運用は、高齢者をはじめ、誰もが利用

できる交通手段として確保・維持していく

ことが、本市として重要な役割であると認

識しております。 

 国のほうでは、平成２５年に交通政策基

本法が施行され、交通に関する施策につい

て基本理念及び交通に関する施策の基本

となる事項を定めまして、国及び地方公共

団体の責務を明らかにすることによりま

して、交通に関する施策を総合的、かつ計

画的に推進し、市民生活の安定向上及び経

済の健全な発展を図ることとされました。 

 また、翌年には、地域公共交通活性化再

生法が施行され、その総合的、かつ計画的

推進のため、地方公共団体による地域公共

交通の形成計画の作成と協議会の設置が

規定されており、本年６月の改正により、

同計画の作成が努力義務へと変更された

ところであります。 

 ところが、現在、本市では、近鉄バスが

運行する市内循環バスや公共施設巡回バ

ス、平成３０年１０月から２台運行と、そ

れぞれバスへの支援を行いまして、高齢者

を含めた市民の交通手段の利便性向上に

努めているところであります。 

 今後、地域の公共交通の改善・維持に向

けた取り組みについては、こうした法律に

基づきまして現在の支援が妥当か、先ほど

もご答弁させていただきました公共施設

巡回バス、乗車率約２５％、それらの支援

がまた妥当かどうか検証を行った上、市域

全体の公共交通の在り方について見極め

ていく必要があると考えているところで
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ございます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 それでは、４回目の質問

と要望をさせていただきます。 

 まず１回目、財政につきましての副市長

のお考えについては、健全財政をしっかり

と維持していくんだと、今後の人口減少社

会を見据えてとのお言葉でございました。 

 まさに労働人口の低下というところが

今どのような形につながっているかとい

うと、やはり高齢者、そして女性社会進出

で労働力を補うというところが今の国の

方向でございます。そういった意味では、

女性の社会進出というのは、やはり時代の

ニーズといいますか、国のニーズでござい

ます。そういったところをしっかりと支え

ていただきたいなというところを、これは

要望とさせていただきます。 

 人口減少、そして少子高齢化社会の中で

今、全国各地でありますのは、まさに都市

間競争というところでございます。我々は

摂津市であって、摂津市の繁栄をしっかり

と発展させていかなければならない、その

ためにシティプロモーション戦略も策定

して、都市間競争に打ち勝つための土台を

今、しっかりと築いているところでござい

ます。 

 その中で、令和元年度の歳入を見ている

ところ、やはり市民税、個人、法人ともふ

えている中で、私は一つ、ここが本市の財

政を支えるキーになっているのかなと考

えております。まさに我々自民党・市民の

会が進めるまちづくり、具体的にはＪＲ千

里丘駅西口の再開発、あるいは健都のまち

づくりといったところを通じて人口をふ

やし、そして、それが市税へと反映して市

域全体のほうに発展させるというところ

を考えております。その点を副市長にもう

一度お聞きしたいなと思います。まちづく

りと市税の反映、まちづくりの発展と財政

の関係、その点をどのようにお考えになっ

ているのかお聞きしたいと思います。 

 続きまして、防災演習事業について、辰

巳理事のお考えについては理解いたしま

した。本市議会でも、昨年ＢＣＰを作りま

した。ぜひその点、大阪北部地震の反省を

踏まえて、そこはしっかりとやっていただ

きたいと同時に、やはり毎年しっかりと訓

練することが必要だと考えております。人

事異動ということで、その都度、毎年人が

変わる中でそのノウハウを維持・継続する

には、そういった訓練が必要になってまい

ります。そして、その訓練の成果をまたＢ

ＣＰなり、地域防災計画に反映することが

必要になってまいります。こちらも最後、

要望とさせていただきます。ＢＣＰの作成

をしっかりと、また訓練もやってほしいと

いうことを言いましたけれども、あわせて

ＳＯＳ避難メソッドということで、広域避

難の構想もしっかりと描いてもらいたい

なと思います。 

 これはまさにイメージの世界になって

きます。例えば、実際に淀川の氾濫が起き

た際に鳥飼地域一帯が浸水したと、その場

合は、自衛隊、警察、消防による救出作戦

が展開されるという中で、では、一体何割

の方々を事前に避難させ、何割の方々を緊

急避難所に避難させるか、そしてまたプッ

シュ型支援についてどうするか、あわせて

市の災害対応、ＢＣＰに基づく対応をどう

していくかというところは、非常に際限が

ないところではございますけれども、そう

いったところは構成をしっかり描きなが

ら、一つ一つ落とし込んでいただければな

と思います。そこはもう理事の活躍の発揮
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の場かなと考えておりますので、全ての災

害に対してしっかりと並行的に、そして継

続性をもって計画的に検討されるように

要望いたします。 

 防災危機管理組織の改革についてはず

っと提言しておりますけれども、これ以上、

人はふやせないと思います。分かりません

けれども、なかなかこれ以上は改革につい

ては申しませんので、政策推進課のほうに

提言していきたいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 最後、水害のところで、市民の方から言

われたのが、近鉄バスの車両基地が東別府

のほうにございますが、そこでの広域避難

での連携というところもしっかりとやっ

ていただければなと、浸水する前に避難す

る、あわせてそのときに避難民も一緒に連

れていくといったところもあるのかなと

提言がありましたので、そういったところ

のご配慮を提言させていただきます。 

 最後、公共交通の再編の考え方について

は、一定理解いたしました。ぜひこれにつ

いては、いま一度しっかりと検討していた

だき、鳥飼地域のグランドデザインのほう

とも連携して、より良い公共交通の実現の

ために検討、計画していただければと思い

ますので、これについては要望とさせてい

ただきます。 

 以上です。 

○野口博委員長 最後に、奥村副市長。 

○奥村副市長 ただいまの質問で、まちづ

くりと市税ということで、私のほうから答

弁申し上げます。ちょっと詳しい資料等を

持ち合わせておりませんので、具体の数字

の部分については答弁いたしかねます。 

 本市の市税の状況なんですけれども、府

下ではトップクラスになっております。こ

れは、やはり固定資産税とか、それから都

市計画税が大きく寄与していると思って

おります。市民一人当たりの分が、ちょっ

とうろ覚えなんですけれども、２１万円か

２２万円ぐらいあったと思います。これは、

先ほど言いましたように、府下トップクラ

スです。 

 ただ、市税が幾らトップであったとして

も、いわゆる国の地方財政対策というのは、

財政の補填をする調整機能として地方交

付税がございます。その分で税が多ければ

地方交付税は少ない、税が少なければ地方

交付税が多いということで、いわゆるトレ

ードオフの関係になっております。 

 それと、地方交付税と市税の分を合わせ

た中でも、確か府下で２番目ぐらいだった

と思っています。かといっても、２番目と

言いましても、市税の状況と市税と普通交

付税を足した状況では、ちょっとおのずと

各市との差は近接してまいります。 

 これはよく言われるんですけれども、い

わゆる財政力指数が高いと裕福みたいな

感じでとらわれがちですけれども、決して

そういうことではありません。要は市税の

ウエートが高いというだけの話で、実際に

は歳出の構造を見たときに、それぞれ市民

一人当たりの歳出一般財源額を見ますと、

府下のところでもやはりトップクラスで

す。それだけ税があったとしても、あるい

は地方交付税が少なかったとしても、持っ

ている一般財源を、要は市民にサービスと

して支出しているということになろうか

と思います。それが、先ほど言いました経

常収支率にしっかりと表れてまいります。

９９．１％という経常収支比率でございま

すので、持てる財源を全てほぼ１００％市

民に還元しているということになろうと

思っております。 

 今後、いわゆるコロナ禍の関係で、ここ
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数年は市税が減少してまいります。そうし

たら、先ほど言いました、市税が減少した

分を地方交付税で補えるかといいますと、

やはり国のほうにも財源がございます。そ

ういう分では、財源をいかに市町村に分け

るかということになるんですけれども、大

きくは、市税が減少した分は市には戻って

こないと思っております。 

 ただ、実際どうするかというのは、また

財政課との相談でございますけれども、要

はコロナ禍で市税が減収したときには、減

収補填債の発行も意識をして財源確保し

ながら、それぞれ市民サービスに向けてい

きたいと思っております。 

 いずれにいたしましても、先ほどござい

ましたように、シティプロモーションによ

りいかに都市間競争で魅力ある市になる

か、先ほどの健全財政と併せまして、まち

づくりというものを我々は、当然命題とし

て持ち合わせております。 

 以上です。 

○野口博委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 市税と国の地方交付税

等々の関係について語っていただきまし

た。 

 特に国との、財政との関係というのは非

常に密接かなというところは理解してお

ります。例えるなら、本市は３３０万円の

収入のある家庭であって、例えば吹田市は

２，０００万円の収入のある家庭というよ

うな中で、そこで収入の借金率の違いとい

うところ、実際に使われる金額での大きな

差が出るというところは、そういったとこ

ろで理解しております。 

 その中で、確かに地方交付税との関係も

ございますけれども、市税収入を上げる取

り組みというのは、シティプロモーション

なり、まちづくりにつながっていくのかな

と思っております。 

 それは、繰り返しますけれども、まさに

ＪＲ千里丘駅西口の再開発、あるいは健都

のまちづくりなど、本市の北部のまちづく

りの発展というのは、やはり市税に大きく

貢献すると私は考えております。結果とし

て、市税の向上については、これから鳥飼

グランドデザインというところで、分かり

ませんけれども、大きな財政的負担にもな

るかと思います。それを支えていくという

ところも、北部の開発が一つキーになるか

なと思っておりますので、そういったとこ

ろをぜひしっかりとまちづくりの発展と

投資を踏まえて、そしてその後の鳥飼地域

のまちづくりなども踏まえた市政運営、そ

して財政運営というものをしていただけ

ればと思います。 

 そして、コロナ禍のところでおっしゃい

ましたように、必ずしもずっと影響が続く

わけではありません。 

 しかしながら、この時点で会社等がなく

なってしまうと、また会社を立ち上げると

いうのは非常に難しいという中で、今のこ

の困難な時期をどう乗り越えていくかと

いうところは、一つキーとなってまいりま

す。まさに先ほど言われたように、減収補

填債といったところも、このときだからこ

そ財政調整基金も活用して、今を乗り越え、

それが次につながっていくと思いますの

で、その点をぜひ次年度予算等にもしっか

りと取り組まれるように要望いたします。 

 以上です。 

○野口博委員長 松本委員の質問が終わ

りました。 

 本日は、これで散会させていただきます。 

（午後４時１１分 散会） 
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 委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。 

 

 総務建設常任委員長 野口  博 

 

 

 総務建設常任委員 南野 直司 

 

 

 


